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新型コロナウイルス流行期の超過死亡と関連要因に関する 

主張への懸念 
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 一般書籍やインターネット上に掲載される論説の

多くは，専門学術誌に掲載される原著論文のような

科学性を担保するための専門家による査読を経てお

らず，その結論が導かれた研究方法に科学的妥当性

が保証されていない場合もある。そうした書籍等か

らの誤った，あるいは確度の低い情報に基づく断定

的な言説は，一般市民の意思決定を歪める危険性が

あると言える。この意味において，書籍「検証・コ

ロナワクチン：実際の効果、副反応、そして超過死

亡1）（以下，当該書籍）」の内容について，その解釈

論に疑念を抱く専門家として公衆衛生学，疫学を専

門とする立場から意見を述べたい。なお，本稿にお

いては，第8章の「超過死亡」と「相関解析」に議論

を限定する。

まず，当該書籍の第8章タイトルでもある「超過死

亡」だが，この用語の概念や定義が明確になされて

おらず，事実とは異なる推察に繋がっている可能性

がある。例えば当該書籍196ページに「2021年に戦後

最大の超過死亡が観察された」という記載がある。

しかし，2021年の平均寿命（男性81.47歳，女性87.57

歳）は，2020年（男性81.64歳，女性87.74歳）より

はわずかに下がったものの，男女とも2020年に次ぐ

長さで，新型コロナウイルス感染症世界的流行以前

の2019年（男性81.41歳，女性87.45歳）や，それよ 
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り前のどの年より長かった。つまり，当該書籍にお

ける超過死亡に関する記述は観察されている平均寿

命の推移と矛盾する。概念としての「超過死亡」は，

年齢ごとの死亡率の上昇や，それに伴う寿命の短縮

を示すものである。戦後最大の死亡数となった主な

原因は人口の高齢化であると考えられる。人口集団

の年齢構成のデータが使用可能な状況での，それを

考慮しない「指標としての超過死亡」の使用はふさ

わしくない。  

 次に，国を単位とした相関解析について述べる。

これは，例えば当該書籍244ページの図8-30に「超過

死亡とワクチン追加接種との相関」というタイトル

で，国別のプロットが示されているような解析で，

この例では相関係数が0.54であったとの記述を行い、

ワクチン追加接種率が高い国では超過死亡が多いと

主張している。このような「個人を単位としない関

連研究」はエコロジカル研究（生態学的研究）と呼

ばれ，研究仮説の創出には有用であっても，その結

果をもって超過死亡とワクチン追加接種に因果関係

があるという結論は導きだせない2)。これは集団で

の関連が、個人には必ずしも当てはまらないという

生態学的誤謬（ecological fallacy）と呼ばれるエ

コロジカル研究の限界に関連している。すなわち，

ワクチン追加接種によってその個人の死亡リスクが

高くなるという推論を，その個人が属するグループ

の比較を基にしているためである。

エコロジカル研究のもつこの厄介な性質は，多変

量解析（当該書籍245ページでは「重回帰分析」と記

載されている）でも十分には解消されず，また集団

を単位とするため交絡因子の調整も困難である2)。

したがって，エコロジカル研究で「超過死亡に関わ

る要因を重回帰分析で検討」して結論づけることに

科学的な妥当性は乏しく，超過死亡と関連するのは，
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ワクチン追加接種回数のみとする国を単位とした解

析結果のエビデンスレベルは低い。当該書籍で示さ

れたエコロジカル研究には，観察単位としての国の

選択や，変数の選択についての疑義も出されている

が，そもそもの解析に妥当性がないため，ここでは

細部についての言及はしない。ワクチン追加接種の

効果や影響を明らかにするためには，個人データを

用いた解析により，正しく，信頼できるエビデンス

を得る必要がある。 

 

 冒頭でも記したように，一般書籍やインターネッ

ト上の論説は科学的な観点から厳正な査読を受けて

いない場合も多く，誤った内容が含まれる可能性が

ある。一般市民の意思決定に際して，また，公衆衛

生や医療関係者の市民への助言に際しての資料とす

べく，ここに専門家として意見を表明することとし

た。 
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＊本論文は2023年11月9日に J-STAGE において早期

公開された。 
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静岡県西部地域の製造業従事者における経済的理由による欠食と 

社会経済的状態，栄養素等摂取量及び健康状態との関連: 

The Eating Habit and Well-Being Study 
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目的 フードインセキュリティは十分な量の安全で栄養価の高い食料に，物理的，社会的，経済的

に適切なアクセスができない状態である。本研究は一般勤労者における経済的理由による欠食

経験と社会経済的状態，栄養素等摂取量及び健康状態との関連を明らかにすることを目的とし

た。 

方法 2013年度に静岡県西部地域に所在する製造業従事者を対象として実施した The Eating Habit 

and Well-being Study のデータを用いて横断的に検討した。経済的理由による欠食は「あなた

はこの１年間に，お金の節約のために食事を抜く（食べない）ことがありましたか？」と尋ね

た。社会経済的状態，健康状態は自記式の質問票で，栄養素等摂取量は食物摂取頻度調査票で

把握した。経済的理由による欠食経験と社会経済的状態，栄養素等摂取量，健康状態の関連を

カイ2乗検定，一元配置分散分析，共分散分析（性，年齢調整）を用いて検討した。 

結果 分析対象2,154人のうち，過去1年間に経済的理由による欠食を経験した者の割合は，よくあ

った者が1.3％，時々あった者が3.0％，まれにあった者が8.7％（経験者合計13.0％）であっ

た。経済的理由による欠食経験者は非経験者に比べ，年齢の平均値が低く，男性の割合が高く，

食費や世帯収入が少なく，家や自家用車を所有する者が少なく，ビタミン，ミネラル等の摂取

量が低かった。また経済的理由による欠食経験者は非経験者に比べ，抑うつ・うつ病の現病・

既往歴あり，気分安定薬服用者の割合が高かった。 

結論 経済的理由による欠食は一般勤労者においても存在し，メンタルヘルス不調と関連していた。

しかし，因果の方向性は不明である。 

Key words ： フードインセキュリティ，食料アクセス，食費，うつ，メンタルヘルス 

 

 

 

Ⅰ 緒   言 

 

 フードセキュリティ（Food security）は，1974

年の国際連合食糧農業機関（Food and Agriculture 

Organization of the United Nations: FAO）世界食

糧会議で「国際レベルおよび国内レベルで，基本的

食料品の入手可能性と価格の安定を保証する」こと 
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をあらわす概念として提唱された1)。1983年には食

料アクセスの概念が加わり1)，1996年の世界食糧サ

ミットローマ宣言では「すべての人々が，いつでも，

活動的で健康的な生活を送るために必要な食事と食

の嗜好を満たすのに十分で，安全で，栄養価の高い

食料を，物理的・経済的に入手できること」として，

食料アクセスに加え，利用可能性（availability），

食料利用（food use），安定性（stability）を含む

多元的な概念として再定義された2)。2009年の報告

書ではフードインセキュリティ（Food insecurity）

は，これらの食料に「物理的，社会的，経済的に入

手できない状態」であると述べられている3)。日本

では，Food security は食料安全保障，Food inse-

curity は食料不安と訳され，主に食料需給の観点で

用いられてきたため，FAO の示す概念で用いられる
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場合は，カタカナ表記で区別されることが一般的で

ある。 

 食料へのアクセス制限（物理的制限：近隣に食料

を入手できる店がない4)，社会的制限：過重労働や

シフト労働により適切な食事を，適切な時間に摂れ

ない5)，経済的制限：食料を購入する十分なお金が

ない等）がないことは，健康の保持増進のために重

要と考えられる。フードインセキュリティと健康に

ついては，肥満6, 7)，やせ7)，高血圧8)，脂質異常症8)，

循環器疾患7)，糖尿病7, 9)等の様々な疾患，状態との

関連について検討されてきた。近年は精神的不調と

の関連も注目されている7, 10-14)。 

 国民健康・栄養調査をベースに実施された NIPPON 

DATA（ニッポンデータ）2010では，等価世帯支出が

少ないグループほど穀類の摂取量が多く，乳類，魚

介類，野菜の摂取量が少ない傾向が報告された14)。

フードインセキュリティは，従来から想定されてい

る，生活困窮者や無職の者等のいわゆる社会的弱者

においてのみ存在するのではなく，日本の一般集団

においても存在することが推定される。しかし，日

本において，一般集団を対象としたフードインセキ

ュリティと関連要因に関する研究は少ない7)。 

 そこで本研究は，一般的な社会的弱者には該当し

ない勤労者において，経済的理由による欠食の状況

と関連要因を明らかにすることを目的とした。 

 

Ⅱ 研究方法 

 

1．対象と方法 

2013年度に勤労者を対象として，The Eating Habit 

and Well-being Study5, 16)を実施した。この研究で

は，静岡県会社要覧2013（静岡経済研究所）を用い

て，所在地が静岡県西部地域（静岡県西部保健所管

内），製造業，従業員数21～300人（中小企業法の定

義である，製造業における中小企業の従業員数300

人以下，製造業における小規模事業者の従業員数20

人以下に基づく）で検索し，該当した400事業所に対

して，調査予定人数（3,000人）を満たす先着企業に

調査を依頼したい旨を記し，郵送にて調査協力を依

頼した。「調査引き受け可能」の回答が得られた39

事業所，および「話を聞いて検討したい」の回答が

得られた35事業所のうち，電話で説明後に協力が得

られた先着の4事業所，計43事業所の従業員を調査対

象とした。人種に関する選択基準，除外基準は事前

に設定していなかったが，対象事業所との調整を経

て，外国人従業員は対象者から除外した。 

調査は各事業所の管理部門の協力を得て実施した。

依頼状および調査票は管理部門から各従業員に配布

された。調査協力を承諾した従業員は，調査票を記

入後，封筒に密閉し，管理部門に提出した。提出さ

れた調査票は一括して，管理部門から研究実施事務

局に返送された。従業員に対する依頼状には，調査

の概要とともに，調査協力は自由な意思に基づくこ

と，調査票の回答をもって調査への同意とすること

等を記載した。調査協力の謝礼として，事業所には

簡易な自動血圧計1台，従業員にはクオカード１枚

（500円）を進呈した。 

3,083人に調査票を配布し，2,382人から回答が得

られた（回収率77.3％）。このうち2,369人は性，年

齢（18～79歳）に有効回答があり，2,159人は食物摂

取頻度調査票に回答し，その1日当たりの総エネルギ

ー摂取量は一定の範囲内（500kcal より多く，

4,000kcal 未満）17)であった。 

 

2．調査項目 

 本研究では経済的理由による欠食について「あな

たはこの1年間に，お金の節約のために食事を抜く

（食べない）ことがありましたか？」と尋ね，よく

あった，時々あった，まれにあった，全くなかった

の4択で回答を求めた。 

 食費は「あなたのご家庭の外食も含めた1か月のお

およその食費はどのくらいですか？お米代も含みま

すが，交際目的の飲食費や，酒代は除いてください」

と尋ね，1万円以下～13万円以上の8段階で回答を求

め，中間値（ただし1万円以下は5,000円，13万円以

上は135,000円）で数値化した。収入は「あなたのご

家庭全体（世帯）の年間収入（税込）は？」と尋ね，

200万円未満～1,000万円以上の6段階で回答を求め，

中間値（ただし200万円以下は100万円，1,000万円以

上は1,100万円）で数値化した。等価食費・収入は世

帯食費・収入をそれぞれ世帯員数の平方根で除して

求めた。 

Body mass index (BMI)は，自己申告による身長と

体重を用いて，体重（kg）を身長（m）の2乗で除し

て求めた。 

主観的健康感は「あなたの現在の健康状態は？」

と尋ね，よい，まあよい，ふつう，あまりよくない，

よくないの5択で回答を求めた。現病・既往歴は，「あ

なた自身は，医師から，次の疾患にかかっていると

言われたり，治療を受けたりしたことがあります

か？」と尋ねた。現在の薬の服用状況については，

「あなたは現在，次の薬を服用（使用）しています

か？」と尋ねた。 

 メンタルヘルスは，Kessler の6項目の精神的不健

康スケール（K6）18, 19)の日本語版20)を用いて評価し

た。「過去30日の間にどれくらいの頻度で次のことが
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ありましたか」として，「神経過敏に感じましたか」，

「絶望的だと感じましたか」，「そわそわ，落ち着か

なく感じましたか」，「気分が沈み込んで，何が起こ

っても気が晴れないように感じましたか」，「何をす

るものも骨折りだと感じましたか」，「自分は価値の

ない人間だと感じましたか」の6項目について，全く

ない（0点），少しだけ（1点），ときどき（2点），た

いてい（3点），いつも（4点）の5択で回答を求め，

合計点を算出した（K6得点の範囲：0～24点）20)。K6

得点は気分・不安障害をスクリーニングするための

カットオフ値（5点）と，重篤な精神疾患をスクリー

ニングするためのカットオフ値（13点）で2値化して

評価した21)。 

 栄養素等摂取量は，赤堀らにより開発され，妥当

性及び再現性について評価された食物摂取頻度調査

票17)を用いて推定した。この調査票は86項目の食物

リストについて過去1か月の摂取状況を尋ね，食品・

料理については6段階の摂取頻度と3段階のポーショ

ンサイズ，飲料については5段階の摂取頻度と杯数で

把握するものである17)。 

 

3．分析方法 

 本研究では性，年齢，食物摂取頻度調査票に有効

回答が得られた2,159人のうち，経済的理由による欠

食経験について回答した2,154人を分析対象とした。

その他の項目の欠損は当該の分析から除外した。 

経済的理由による欠食経験と社会経済的状態，栄

養素等摂取量，健康状態との関連を，カイ2乗検定，

一元配置分散分析及び共分散分析（性・年齢調整）

を用いて検討した。 

統計ソフトは IBM SPSS Statistics 25(IBM, New 

York, United States)を用い，検定は全て両側検定

とし，p<0.05を統計的有意とした。 

 

4．倫理的配慮 

 本研究はヘルシンキ宣言及び文部科学省・厚生労

働省「疫学研究に関する倫理指針」に則り，浜松医

科大学医の倫理委員会の承認を得て実施した（2013

年12月6日承認，受付番号第25-203号）。 

 

Ⅲ 研究結果 

 

過去1年間に経済的理由による欠食を経験した者

の割合は，よくあった1.3％，時々あった3.0％，ま

れにあった8.7％（経験者計13.0％）であった（表1）。

経済的理由による欠食経験者は，非経験者に比べ，

年齢の平均値が低く，男性の割合が高かった。雇用

形態との有意な関連は見られなかった。 

 社会経済的状態との関連を表2に示した。経済的理

由による欠食経験者は非経験者に比べ，食費や世帯

表1 経済的理由による⽋⾷経験と性，年齢，雇⽤形態の関連

平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
⼜は割合 ⼜は割合 ⼜は割合 ⼜は割合

⼈数, ⼈ 2,154 28 65 188 1,873
⼈数, ⾏% 2,154 1.3 3.0 8.7 87.0
年齢, 歳 2,154 38.0 9.3 36.0 11.5 40.6 11.5 43.9 12.1 <0.001
性別，男性, % 1,495 82.1 80.0 74.5 68.3 0.031
   ⼥性, % 659 17.9 20.0 25.5 31.7
雇⽤形態，正社員, % 1,695 71.4 84.6 84.6 78.1 0.217
     契約社員, % 111 14.3 4.6 3.2 5.2
     派遣社員, % 51 3.6 3.1 2.1 2.4
     パート等, % 295 10.7 7.7 10.1 14.3
割合の検定はカイ2乗検定，平均値の検定は⼀元配置分散分析による

分析数 p値全くなかったまれにあった時々あったよくあった
経済的理由による⽋⾷経験（過去⼀年間）

表2 経済的理由による⽋⾷経験と社会経済的背景の関連

調整平均 調整平均 調整平均 調整平均
⼜は割合 下限 上限 ⼜は割合 下限 上限 ⼜は割合 下限 上限 ⼜は割合 下限 上限

世帯⼈数，⼈ 3.1 2.5 3.7 3.4 3.0 3.8 3.5 3.3 3.7 3.4 3.4 3.5 0.607
世帯⾷費 (千円/⽉) 39.5 30.1 48.9 37.5 31.4 43.7 45.8 42.1 49.4 50.0 48.9 51.2 <0.001
等価⾷費 (千円/⽉) 24.7 19.4 29.9 22.1 18.7 25.6 25.7 23.6 27.7 28.9 28.3 29.6 <0.001
1⼈当たり⾷費 (千円/⽉) 16.2 11.7 20.7 14.1 11.2 17.1 15.1 13.4 16.9 17.9 17.4 18.5 0.002
世帯収⼊ (万円/年) 433 337 529 574 510 638 578 541 616 644 632 656 <0.001
等価収⼊ (万円/年) 252 189 314 347 306 388 334 310 359 374 366 381 <0.001
教育歴12年以下, % 57.1 70.8 61.4 57.5 0.143
家所有なし, % 35.7 41.5 28.6 21.4 <0.001
⾃家⽤⾞所有なし, % 10.7 9.2 3.2 1.6 <0.001
割合の検定はカイ2乗検定，平均値の検定は共分散分析（性・年齢調整）による

p値

経済的理由による⽋⾷経験（過去⼀年間）
よくあった 時々あった まれにあった 全くなかった

95%信頼区間95%信頼区間 95%信頼区間 95%信頼区間
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収入が低く，家や自家用車を所有していない者の割

合が高かった。一方，教育歴との有意な関連は見ら

れなかった。 

 栄養素等摂取量との関連を表3に示した。経済的理

由による欠食経験がよくあった者は非経験者に比べ，

炭水化物，食物繊維，鉄，亜鉛，銅，マンガン，葉

酸，ビタミン C の摂取量が少なかった。 

健康状態との関連を表4に示した。経済的理由によ

る欠食経験者は非経験者に比べ，K6高値，抑うつ・

うつ病の現病・既往歴あり，気分安定薬服用者の割

合が高かった。BMI，脳卒中・心臓病・睡眠時無呼吸

症候群・不眠症の現病・既往歴，血圧・血糖・脂質

降下薬，睡眠薬の服用との有意な関連は見られなか

った。 

 

Ⅳ 考   察 

 

 経済的理由による欠食経験は社会経済的状態の低

さおよびビタミン，ミネラル等の摂取量の少なさと

関連し，その把握はフードインセキュリティの評価

として一定の意義があると考えられた。また本研究

の対象集団の13％が過去1年間に経済的理由による

表3 経済的理由による⽋⾷経験と栄養素等摂取量の関連

下限 上限 下限 上限 下限 上限 下限 上限
総エネルギー  (kcal） 2,057 1,842 2,271 1,889 1,748 2,031 1,919 1,836 2,001 1,955 1,929 1,981 0.504
蛋⽩質 (g/1,000kcal) 31.3 29.4 33.3 31.8 30.5 33.1 32.0 31.2 32.7 32.3 32.0 32.5 0.597
脂質 (g/1,000kcal) 26.3 24.0 28.5 25.7 24.3 27.2 26.3 25.4 27.1 25.7 25.5 26.0 0.706
多価不飽和脂肪酸 (g/1,000kcal) 5.74 5.23 6.25 5.73 5.39 6.06 5.80 5.60 5.99 5.78 5.72 5.84 0.984
炭⽔化物 (g/1,000kcal) 132.0 124.4 139.6 144.1 139.1 149.1 141.8 138.9 144.8 144.6 143.6 145.5 0.005
⾷物繊維 (g/1,000kcal) 5.5 4.9 6.0 5.7 5.3 6.0 5.8 5.6 6.0 6.0 6.0 6.1 0.018
鉄 (mg/1,000kcal) 3.5 3.1 3.8 3.7 3.4 3.9 3.8 3.6 3.9 3.9 3.8 3.9 0.029
カルシウム (mg/1,000kcal) 221 191 250 216 197 236 222 211 233 225 221 228 0.819
マグネシウム (mg/1,000kcal) 113 104 122 116 110 122 115 112 119 119 118 120 0.066
亜鉛 (mg/1,000kcal) 3.7 3.6 3.9 3.9 3.8 4.0 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 0.004
銅 (mg/1,000kcal) 0.53 0.50 0.56 0.58 0.56 0.60 0.58 0.56 0.59 0.60 0.59 0.60 <0.001
マンガン (mg/1,000kcal) 1.69 1.46 1.93 1.86 1.70 2.01 1.97 1.88 2.06 2.01 1.98 2.04 0.011
レチノール等量 (μg/1,000kcal) 185 157 212 196 178 214 205 195 216 210 207 213 0.137
ビタミンD (μg/1,000kcal) 2.4 1.8 3.0 2.5 2.1 2.9 2.5 2.3 2.7 2.6 2.6 2.7 0.533
ビタミンE (mg/1,000kcal) 2.6 2.3 2.9 2.8 2.6 3.0 2.8 2.7 2.9 2.8 2.8 2.8 0.643
ビタミンK (μg/1,000kcal) 81 66 96 82 73 92 82 76 88 88 86 90 0.138
ビタミンB1 (mg/1,000kcal) 0.47 0.43 0.51 0.46 0.44 0.49 0.47 0.46 0.48 0.47 0.46 0.47 0.960
ビタミンB2 (mg/1,000kcal) 0.56 0.51 0.62 0.56 0.53 0.60 0.59 0.57 0.61 0.58 0.57 0.59 0.570
ビタミンB6 (mg/1,000kcal) 0.56 0.51 0.61 0.57 0.54 0.60 0.56 0.54 0.58 0.58 0.57 0.58 0.331
ビタミンB12 (μg/1,000kcal) 2.0 1.7 2.3 2.1 1.9 2.3 2.1 2.0 2.3 2.2 2.2 2.2 0.479
葉酸 (μg/1,000kcal) 140 123 156 149 138 160 155 149 162 160 158 162 0.020
ビタミンC (mg/1,000kcal) 41 34 48 46 41 51 47 44 50 50 49 50 0.019
平均値の検定は共分散分析（性・年齢調整）による

p値

経済的理由による⽋⾷経験（過去⼀年間）
よくあった 時々あった まれにあった 全くなかった

95%信頼区間 95%信頼区間 95%信頼区間 95%信頼区間調整平均 調整平均 調整平均 調整平均

 

表4 経済的理由による⽋⾷経験と健康状態の関連

調整平均 調整平均 調整平均 調整平均
⼜は割合 下限 上限 ⼜は割合 下限 上限 ⼜は割合 下限 上限 ⼜は割合 下限 上限

Body mass index(kg/m2) 22.7 21.5 23.9 22.3 21.5 23.1 22.7 22.2 23.2 22.4 22.3 22.6
Body mass index
 < 18.5 kg/m2, % 10.7 12.3 8.6 9.3
 ≧ 18.5 kg/m2かつ < 25 kg/m2, % 60.7 72.3 68.4 70.9
 ≧ 25 kg/m2, % 28.6 15.4 23.0 19.8
主観的健康感
 よい, まあよい, % 53.6 38.5 32.4 39.8
 ふつう, % 28.6 44.6 42.6 47.1
 あまりよくない, よくない, % 17.9 16.9 25.0 13.1
K6(点) 6.9 5.1 8.6 7.0 5.9 8.2 6.6 5.9 7.3 4.5 4.3 4.7
K6 ≧ 5点, % 64.3 58.5 58.4 39.8
K6 ≧ 13点, % 21.4 20.0 16.2 6.0
脳卒中の現病・既往，％ 0 1.5 0 0.7
⼼臓病の現病・既往，％ 3.6 0 1.6 2.2
睡眠時無呼吸症候群の現病・既往，％ 3.6 4.6 1.6 1.3
不眠症の現病・既往，％ 3.6 3.1 3.7 1.8
抑うつ・うつ病の現病・既往，％ 3.6 4.6 6.9 2.0
⾎圧降下薬の服⽤，％ 3.7 10.2 6.8 10.7
⾎糖降下薬*の服⽤，％ 0 5.0 1.1 3.4
脂質降下薬の服⽤，％ 7.4 5.0 4.0 8.1
睡眠薬の服⽤，％ 0 5.0 2.3 2.5
気分安定薬の服⽤，％ 3.6 6.7 6.3 2.5
割合の検定はカイ2乗検定，平均値の検定は共分散分析（性・年齢調整）による
* インスリン注射を含む

経済的理由による⽋⾷経験（過去⼀年間）
よくあった 時々あった まれにあった 全くなかった

95%信頼区間95%信頼区間 95%信頼区間 95%信頼区間
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欠食を経験しており，通常就労している勤労者にお

いても，フードインセキュリティが一定程度存在す

る可能性が考えられた。また，経済的理由による欠

食経験はメンタルヘルス不調と関連していたが，メ

ンタルヘルス以外の健康状態との関連は明らかでは

なかった。 

社会保障・人口問題基本調査「生活と支え合いに

関する調査」22)では，世帯のフードセキュリティに

ついて，「あなたの世帯では，過去１年の間に，お金

が足りなくて，家族が必要とする食料が買えないこ

とがありましたか」と尋ね，よくあった，ときどき

あった，まれにあった，まったくなかったの4択で調

査し，2007年は15.6％，2012年は14.8％，2017年は

13.7％が，フードインセキュリティである可能性が

推定された22)。 

米国農務省は10項目（18歳未満の子どもがいる家

庭では18項目）の質問票（Household Food Security 

Survey Module: HFSSM）を用いてフードセキュリテ

ィを調査している23)。質問票は世帯に対する3項目，

個人に対する7項目で構成され，2017年調査では

11.8％の世帯がフードインセキュリティであり，

4.5％の世帯の困窮度は特に高いことが報告された
23)。 

本研究では，個人を対象として調査を実施し，「お

金が足らなくて」という表現の代わりに「お金の節

約のために」という表現を用いた。本研究における

この質問項目の欠損回答の割合は0.2％と低かった。

これは，社会保障・人口問題基本調査の質問項目に

関する欠損回答の割合2.2％（2017年）～7.4％（2007

年）と比べても低く，本質問項目は対象者にとって

抵抗感が少ない表現であったと推定された。一方，

マイルドな表現を用いたことにより，社会保障・人

口問題基本調査よりも広範囲の者を含んでいる可能

性がある。しかし，マイルドな表現で尋ねたにも関

わらず，本研究で把握された経済的理由による欠食

経験は，社会経済的状態の低さおよびビタミン，ミ

ネラル等の摂取量の少なさと関連していることから，

本研究で目的とする経済的なフードインセキュリテ

ィをある程度把握できているものと考えられた。 

 近年，フードインセキュリティとメンタルヘルス

の関連について，いくつかの研究報告や総説が出さ

れている7, 10-14)。Maynard らは先進国の女性を対象と

した39論文（うち，3/4は HFSSM を使用。主に横断研

究）をレビューし，フードインセキュリティとうつ，

不安，ストレス等との有意な関連を報告した11)。2014

年ギャラップ世界世論調査では，日本を含む世界149

か国を対象として調査し，フードインセキュリティ

が否定的経験（身体的痛み，心配，悲しみ，ストレ

ス，怒り）と正の，肯定的経験（十分な休息感，尊

敬をもった扱い，笑うこと，学び興味をもつこと，

楽しむこと）と負の関連を示すことが報告された12)。

一方，19件の研究報告に基づく最近のメタアナリシ

スでは，フードインセキュリティがうつやストレス

とは関連したが，不安とは関連しなかったことが報

告されている14)。 

 しかし，フードインセキュリティがメンタルヘル

ス不調のリスクになるのか，逆にメンタルヘルス不

調がフードインセキュリティのリスクになるのか，

あるいは双方向の関連を示すのかは現状では明らか

でない11, 14)。フードインセキュリティとメンタルヘ

ルスに関する縦断研究は少なく，また特定の対象や

限定した条件下で実施されている10, 13)。本研究も横

断研究であり，両者の因果関係に言及することはで

きない。そのため，対策としてまずフードインセキ

ュリティに介入することがメンタルヘルス不調の予

防・改善につながるのか，逆の関連であるのかは不

明である14)。今後，コホート研究や介入研究により

両者の関連性を評価する必要がある。 

 本研究の限界はフードインセキュリティを単一の

質問項目で評価していることである。Tomas らのメ

タアナリシスでは，妥当性が確認された測定法とし

て，2～18項目の質問票（英語，スペイン語等）が示

されている7)。1項目の調査票では多元的な概念であ

るフードインセキュリティ全体は十分に測定できて

いない可能性が高い。しかし，本研究で用いた経済

的理由による欠食経験は，1項目の簡易な評価ではあ

るが，社会経済的状態の低さやビタミン，ミネラル

等の摂取量の少なさと関連し，多元的なフードイン

セキュリティのうち，経済的アクセスについてはあ

る程度評価できたと考えられる。また，他の多くの

研究と同様に，本研究ではメンタルヘルスを臨床的

診断ではなく，自記式の質問票で評価している11)こ

とも，限界の１つであると考えられる。さらに，高

血圧，脂質異常症，糖尿病については現在の服薬状

況のみを評価したため，未治療者を含めた関連につ

いては検討することができなかった。これらの疾患

との関連は，今後検査データを含めて詳細に検討し

ていく必要がある。 

 本研究の長所は，フードインセキュリティのハイ

リスク者（生活困窮者や無職の者等の社会的弱者）

ではなく，一般就労している勤労者を対象としたこ

とである。本研究では,静岡県西部地域に所在する製

造業の中小企業に勤務する者を対象として調査を実

施したが，日本の産業大分類別従事者数をみると製

造業は第2位であり，また，従業員規模別従事者数を

みると約85％が300人以下の規模の事業所に所属し
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ていること24)から，一般勤労者集団としてある程度

の代表性が確保されていると考えられる5)。フード

インセキュリティ対策は特定のハイリスク者のみな

らず，ポピュレーションアプローチとして実践して

いく必要があるだろう。しかしながら，本研究は静

岡県西部地域という限定された一地域の者を対象と

しているため，本研究で得られた知見が，日本にお

ける勤労者全体に一般化できるかどうかについては，

更なる検証が必要である。 

 

Ⅴ 結   語 

 

 静岡県西部地域に所在する製造業従事者を対象と

した研究において，経済的理由による欠食経験は社

会経済的状態の低さ，ビタミン，ミネラル等の摂取

量の少なさと関連し，勤労者においても一定割合の

フードインセキュリティが存在していることが推定

された。またフードインセキュリティは，メンタル

ヘルス不調と関連していた。フードインセキュリテ

ィとメンタルヘルス不調の関連における因果の方向

性は不明であるため，今後，課題解決に結びつくコ

ホート研究や介入研究をすすめていく必要がある。 

 

本調査にご参加頂いた皆様，および各事業所の管理

部門の皆様に感謝致します。本研究は JSPS 科研費

JP25460744，JP16K09053の助成を受けたものです。
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医療・福祉における高齢者の相談窓口に関する 

地域の知名度格差の検討 
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目的  高齢者の要支援・要介護認定者数の割合は、約１９.２％にものぼる。要支援・要介護者は、医療・

福祉サービスを利用している者が多く、要介護・要支援者本人と家族にとって、医療・福祉サービス

に関する情報収集は必須である。しかし、高齢者がそれらの医療・福祉に関する情報にアクセスしよ

うとする際の情報を得る先に関する報告は少ない。そこで、高齢者の医療・福祉に関する情報につい

て、知っている地域の窓口サービスの知名度について調査した。 

方法  日本老年学的評価研究が 2019 年に日本の 25 都道府県 64 市町村において郵送法で実施した、要介護

認定を受けていない 65 歳以上の高齢者を対象にした自記式質問紙調査から、25,908 人を本研究の分

析対象者とした。研究デザインは横断研究とした。医療・福祉情報に関する項目として、地域の窓口

サービスを用いた。さらに情報へのアクセスとして外出頻度や友人との交流に関する変数を用いた。

それらを都市度別に分析を行った。 

結果  医療・福祉情報の情報収集先として、「知っている地域の窓口サービス」に関する問いで半数が知っ

ていると回答していたのは、都市では保健所、市区町村の担当部署、郊外では、保健所、市区町村の

担当部署、地域の民生委員、農村では、地域の民生委員、保健所、市区町村の担当部署、社会福祉協議

会であった。知っている地域の窓口サービスの数では 3 か所以上の割合は、都市 50.3％、郊外 55.2％、

農村 59.8％、知っている場所が【1つもない】の回答は都市 8.6％、郊外 6.1％、農村 5.2％であった

友人と会う頻度、友人の家に行く、老人クラブ・健康体操やサロンなどの介護予防のための通いの場

においては、都市や郊外と比較して農村で多かった。 

結論  知っている地域の窓口サービスについて、都市や郊外と比べて農村では福祉協議会・福祉事務所・

地域包括支援センター・民生委員の知名度が高かった。これらの環境を有効に活用することで、農村

地域の高齢者においても医療や福祉の情報を得られやすい環境を整えられる可能性が示唆された。 

Key words：医療・福祉情報  地域高齢者  福祉サービス  農村 

 

  

Ⅰ 緒   言 

 

 

ソーシャルネットワークやソーシャルサポートが

身体的および精神的健康に影響を与えることは、こ

れまでに多く報告されている 1，2）。高齢者にとって、

医療・福祉関連サービスに関する情報にアクセスす

る機会が増えることは、より健康的な行動が促進さ

れるものとなる 3）。さらに、インターネットが普及

し、高齢者にとって情報は身近なものとなってきて

いる。地域社会における情報通信機能の整備によっ

て、公平な情報共有の仕組みである情報化は、地方

との情報格差の縮小が期待されていたものの、現状

では地方が活性化されたとは言い難い 4,5）。2045 年

には、65 歳以上人口の割合は、首都圏で 30％台であ

るのに対し、地方では 40%を超えると予測されてい

る。さらに、首都圏以外ではすでに人口減少が始ま

っている 6）。このような地方における人口減少と高

齢化の進展の結果として、地域経済・産業の担い手

不足、コミュニティ維持の困難などの課題の深刻化

が懸念される 7)。2023 年時点の 65 歳以上の認定者

数の割合は、約 19.2％にものぼる 8)。要支援・要介

護者においては、医療・福祉サービスを利用してい

る者が多く、要介護・要支援者本人と家族にとって、

それらに関する情報収集は不可欠である。そのため

には、地方の医療・福祉情報の活性化を目指すこと

が求められる。これらの問題解決のためには、既存

の地域資源を活用し、地域の活性化を図ることが最

善である。しかし、現状の医療・福祉分野では、施

設型以外の医療・福祉サービスの情報が入手しにく

く、住民ニーズの大きい福祉情報を自治体ホームペ

ージで見つけることは容易ではない場合が多い 9)。

地方や遠隔地は大都市圏と比較して医療へのアクセ

ス、社会サービス、健康的な生活に必要なその他の 
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物品やサービスが不足している。 

高齢化に伴い、我が国では医療・福祉・予防・生

活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステム

の構築が推進されている。しかし、地域において高

齢者が医療・福祉に関する情報にアクセスしようと

する際の情報の収集先に関する報告は少ない。そこ

で、高齢者の医療・福祉情報窓口の認知について地

域別に調査を行った。 

Ⅱ 研究方法 

1. 調査対象および調査方法

日本老年学的評価研究（Japan Gerontological

Evaluation Study）（以下：JAGES）プロジェクトに

よって実施された要支援・要介護認定を受けていな

い高齢者を対象にした自記式の質問紙調査を用いた。

JAGES は、健康長寿社会をめざした予防政策の科学

的な基盤づくりを目的とした研究である。介護予防

に関する知見を得るため、全国の介護保険者や都道

府県と共同して、介護予防・日常生活圏域ニーズ調

査を行っている 10,11)。質問紙調査では、健康習慣や

心理的要因のほか、幅広い社会的決定要因について

質問した。2019 年に日本の 25 都道府県 64 市町村に

おいて郵送法で実施された。無作為に抽出された

45,964 人に調査票を配布し、そのうち 31,771 人か

ら回答を得た（回収率 69.12％）。調査項目の性・年

齢に欠損があった者、市町から受け取った名簿と不

一致であった者、居住している市町が不明であった

者、研究利用への同意が得られなかった者を除き有

効な回答が得られた 25,908 人（男性 12,203 人、女

性 13,705 人）の 65 歳以上の高齢者を本研究の分析

対象者とした。地域の窓口サービスに関する設問を

含む調査を用いており、研究デザインは 2019 年調査

データによる横断研究とした。 

2. 調査項目

本研究では、医療・福祉に関する情報に関する項

目として、知っている地域の窓口サービスに関する

質問を用いた。さらに、友人や社会活動を通した情

報収集との関連を考慮するため、外出頻度、友人と

会う頻度、老人クラブ、健康体操やサロンなどの介

護予防のための通いの場への参加頻度、友人の家に

行く、を調査項目に加えた。 

医療・福祉に関する情報の項目として、“地域の窓

口サービスについておうかがいします。あなたがご

存じの窓口はどれですか（名前だけ知っている場合

も含みます。あてはまる番号すべてに○）”の設問と

し、【1.市区町村の担当部署、2.福祉事務所、3.保健

所・保健センター、4.地域包括支援センター、5.社

会福祉協議会、6.地域の民生委員、7.その他、8.知

っているものはない】のうちから選択を求めた。そ

の後、知っている地域の窓口サービス数の合計を求

めた。合計数については、回答者数の平均値を参考

に 3 か所未満、3 か所以上の 2 群に分けた。交流行

動については、外出頻度（週 5 回以上、週 1～4 回、

週 1 回未満、友人と会う頻度）、友人に会う頻度、老

人クラブ、健康体操やサロンなどの介護予防のため

の通いの場への参加頻度（月1回以上、月1回未満）、

友人の家に行く（行く・行かない）で回答を求めた。 

都市度については、居住地の都市度は、人口密度

が 1 平方キロメートル当たり 4,000 人以上の基本単

位区等が市区町村の境域内で互いに隣接して、それ

らの隣接した地域の人口が国勢調査時に 5,000 人以

上を有するこの地域を人口集中地区（Densely 

Inhabited District）（以下：DID）とされている 12）。

DID 人口比率は市町村合併などにより市部の地域内

に村落的性格の強い地域が広範囲に含まれる場合に

有効である 13)。このため、都市度については、人口

を山林や湖などを除いた可住地面積で割った人口密

度である可住地人口密度を用いた。人口集中地区は、

都市的地域を表す。都市部に隣接した地域は準人口

集中地区とされる。それ以外は農村と位置づけられ

る。可住地人口密度（4,000 人以上,1000～3999

人,1000 人未満/ km2）をそれぞれ都市・郊外・農村

とした 14）。 

考慮すべき基本属性として、性・年齢、教育年数、

所得、抑うつを用いた。年齢は65～69歳、70〜74歳、

75〜79 歳、80～84 歳、85 歳以上の 5 群に分類した。

等価所得（200 万円未満，200～400 万円未満，400 万

円以上）を高い・中間・低いに分けた。等価所得は

世帯全体の合計収入額を世帯人数の平方根で割って

算出した。教育年数は（10 年未満、10 年以上）に振

り分けた 15）。抑うつは老年期うつ病評価尺度を使用

して 3 群（抑うつなし・5 点以上を抑うつ傾向・10

点以上を抑うつ）に分類した。 

3. 分析方法

知っている地域の窓口サービスの質問の回答およ

び、回答の合計数を都市度別に層別化した。次に地

域の窓口サービスの合計数と交流行動について、各

変数の割合の比を比較した。これらの分析にはカイ

ニ乗検定を用いた。統計解析ソフトは IBM SPSS

statistics Version.24 を使用した。統計学的有意

水準は 5％未満をもって有意とした。

4. 倫理的配慮

調査票に同封した文書で研究の目的、個人情報の

保護について説明を行い、調査票の返送をもって調

査協力への同意確認を行った。本研究は、国立長寿

医療研究センター倫理審査委員会（No.1274－2 令和

2年 12 月 18 日）。千葉大学倫理審査委員会（No.3442 

令和 2 年 12 月 11 日）で承認を得た。提供されたデ

ータについては、個人情報の保護のため被保険者番

号を暗号化により個人を特定できないようにした。 
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表 1 地域別の調査対象者の属性 

都市度 合計

n % n % n % n P値

性 男性 5,506 47.2% 3,352 48.7% 3,141 45.6% 11,999 <0.01

女性 6,164 52.9% 3,527 51.3% 3,748 54.4% 13,439

年齢 65-69歳 2,373 20.3% 1,677 24.4% 1,888 27.4% 5,938 <0.01

70-74歳 3,591 30.8% 2,077 30.2% 1,715 24.9% 7,383

75-79歳 3,059 26.2% 1,659 24.1% 1,435 20.8% 6,153

80-84歳 1,797 15.4% 970 14.1% 1,083 15.7% 3,850

85歳以上 850 7.3% 496 7.2% 768 11.2% 2,114

等価所得 高い 2,458 21.1% 1,352 19.7% 1,773 25.7% 5,583 <0.01

中間 4,609 39.5% 2,610 37.9% 2,012 29.2% 9,231

低い 3,445 29.5% 2,087 30.3% 1,599 23.2% 7,131

欠損値 1,158 9.9% 830 12.1% 1,505 21.8% 3,493

教育年数 10年以上 2,174 18.6% 1,886 27.4% 2,417 35.1% 6,477 <0.01

10年未満 9,131 78.2% 4,802 69.8% 4,174 60.6% 18,107

欠損値 365 3.1% 191 2.8% 298 4.3% 854

抑うつ 抑うつなし 7,684 65.8% 4,573 66.5% 4,112 59.7% 16,369 <0.01

抑うつ傾向 1,678 14.4% 984 14.3% 991 14.4% 3,653

抑うつ 469 4.0% 298 4.3% 362 5.3% 1,129

欠損値 1,839 15.8% 1,024 14.9% 1,424 20.7% 4,287

友人と会う頻度 月1回以上 7,917 67.8% 4,849 70.5% 4,822 70.0% 17,588 <0.01

月1回未満 3,480 29.8% 1,860 27.0% 1,759 25.5% 7,099

欠損値 273 2.3% 170 2.5% 308 4.5% 751

友人の家に行く 行く 6,041 51.8% 4,149 60.3% 4,498 65.3% 14,688 <0.01

行かない 5,432 46.5% 2,586 37.6% 2,214 32.1% 10,232

欠損値 197 1.7% 144 2.1% 177 2.6% 518

外出頻度 週5回以上 7,252 62.1% 4,318 62.8% 3,734 54.2% 15,304 <0.01

週1～4回 3,977 34.1% 2,248 32.7% 2,619 38.0% 8,844

週1回未満 341 2.9% 231 3.4% 428 6.2% 1,000

欠損値 100 0.9% 82 1.2% 108 1.6% 290

老人クラブ 月1回以上 654 5.6% 512 7.4% 522 7.6% 1,688 <0.01

月1回未満 9,495 81.4% 5,470 79.5% 5,176 75.1% 20,141

欠損値 1,521 13.0% 897 13.0% 1,191 17.3% 3,609

月1回以上 1,229 10.5% 770 11.2% 842 12.2% 2,841 <0.01

月1回未満 8,975 76.9% 5,220 75.9% 4,857 70.5% 19,052

欠損値 1,466 12.6% 889 12.9% 1,190 17.3% 3,545

健康体操やサロンなどの
介護予防のための通いの場

都市 郊外 農村

   

表 2 地域別医療・福祉に関する情報先として知っている地域の窓口サービス 

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ P値

１．市区町村の担当部署 5,779 52.2% 3,742 57.5% 3,501 55.5% <0.01

２．福祉事務所 4,621 41.8% 2,426 37.3% 2,909 46.1% <0.01

３．保健所・保健センター 7,117 64.3% 4,386 67.4% 3,609 57.2% <0.01

４．地域包括支援センター 4,070 36.8% 2,668 41.0% 2,699 42.8% <0.01

５．社会福祉協議会 3,236 29.3% 2,724 41.9% 3,447 54.7% <0.01

６．地域の民生委員 5,294 47.9% 3,325 51.1% 3,660 58.0% <0.01

７．その他 96 0.9% 55 0.9% 62 1.0% 0.66

８．知っているものはない 950 8.6% 395 6.1% 331 5.3% <0.01

都市 郊外 農村
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Ⅲ 研究結果 
 

基本属性は、都市および郊外と比べて、農村で

は 85歳以上の割合が 3.9％高かった。等価所得は、

都市および郊外と比べて農村で4～5％高かったが、

教育年数は低かった。また、抑うつの割合は農村

で 1％程度高かった。外出頻度は、農村は都市およ

び郊外と比較して少なかった。友人と会う頻度、

友人の家に行く、老人クラブ・健康体操やサロン

などの介護予防のための通いの場においては、都

市および郊外と比較して農村では頻度が高い人が

多かった。都市度別の基本属性、外出頻度、友人と

の交流のすべての変数で有意差がみられた。（表1）。 

医療・福祉情報の情報収集先として、知ってい

る地域の窓口サービスで半数を超えていたのは、

都市では、保健所（64.3％）、市区町村の担当部署

（52.2％）、郊外では、保健所（67.4％）、市区町村

の担当部署（57.5％）、地域の民生委員（51.1％）、

農村では、地域の民生委員（58.0％）、保健所

（57.2％）、市区町村の担当部署（55.5％）、社会福

祉協議会（54.7％）であった（表 2）。知っている

地域の窓口サービスの 

合計では 3か所以上の割合は、都市地域50.3％、

郊外 55.2％、農村 59.8％、知っている地域の窓口

サービスが“1 つもない”の回答は都市 8.6％、郊

外 6.1％、農村 5.2％であった（表 3）。 

知っている地域の窓口サービス数の合計と友人

や社会的交流の結果を示す。友人と会う頻度、友

人の家に行くにおいては、交流頻度が高い人で 3

か所以上知っている人が多かった。外出頻度は、

週 5 回以上外出している人において 3 か所以上を

知っている人が多かったものの、週 1～4 回では、

わずかに 3 か所未満の人が多かった。社会参加に

ついては、老人クラブ、健康体操やサロンなどの

介護予防のための通いの場において、どちらも月

1 回以上の参加者が少なかったものの、月 1 回以

上の参加者では 3 か所以上知っている割合が 3 か

所未満の倍近くであった。知っている地域の窓口

サービス数の合計と友人や社会的交流の関連につ

いては、すべての変数で有意差がみられた。（表4） 

表 3 地域別医療・福祉に関する情報先として知っている地域の窓口サービスの数 

表 4 知っている地域の窓口サービスの数と交流行動との関連 

都市度 合計

ｎ % ｎ % ｎ % n P値

なし 985 8.9% 423 6.5% 365 5.8% 1,773 <0.01

1 2,285 20.7% 1,182 18.2% 1,120 17.8% 4,587

2 2,228 20.1% 1,312 20.2% 1,052 16.7% 4,592

3 1,998 18.1% 1,143 17.6% 1,038 16.5% 4,179

4 1,487 13.4% 947 14.6% 1,041 16.5% 3,475

5 1,040 9.4% 752 11.6% 823 13.0% 2,615

6 1,039 9.4% 748 11.5% 868 13.8% 2,655

知っている地域の
窓口サービスの数

都市 郊外 農村

ｎ ％ ｎ ％ 合計 P値

友人と会う頻度 月1回以上 7054 63.4% 9911 75.3% 16965 <0.01

月1回未満 3771 33.9% 3007 22.8% 6778

欠損値 308 2.8% 245 1.9% 553

友人の家に行く 行く 5647 50.7% 8473 64.4% 14120 <0.01

行かない 5241 47.1% 4526 34.4% 9767

欠損値 245 2.2% 164 1.2% 409

外出頻度 週5回以上 6276 56.4% 8515 64.7% 14791 <0.01

週1～4回 4139 37.2% 4239 32.2% 8378

週1回未満 587 5.3% 332 2.5% 919

欠損値 131 1.2% 77 0.6% 208

老人クラブ 月1回以上 543 4.9% 1082 8.2% 1625 <0.01

月1回未満 8931 80.2% 10612 80.6% 19543

欠損値 1659 14.9% 1469 11.2% 3128

月1回以上 858 7.7% 1871 14.2% 2729 <0.01

月1回未満 8633 77.5% 9879 75.1% 18512

欠損値 1642 14.7% 1413 10.7% 3055

健康体操やサロンなどの
介護予防のための通いの場

3か所未満 3か所以上
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Ⅳ 考   察 

 
本研究では、知っている地域の窓口サービスに

関して都市度別に分析を行った。地域在住高齢者

の医療・福祉関連施設の認知と地域や交流頻度の

違いが明らかとなった。農村では都市や郊外と比

較して福祉関連機関の知名度が高かった。都市に

は医療機関が多く、相談先が多いものの、農村で

は医療機関が限られており 16)、アクセスしづらい

可能性がある。 

 

保健所・保健センターにおける地域の窓口サー

ビスの認識は都市および郊外と比較して、農村で

は 7～10％低かった。その一方で、農村における地

域の窓口サービスの認知は、福祉事務所・地域包

括支援センター・社会福祉協議会といった福祉関

連機関や地域の民生委員をはじめとする社会福祉

の増進に努める職種の知名度が相対的に高かった。

知っている地域の窓口サービスの合計数において

も、知っている窓口サービスの数が多い人は、農

村に多かった。また、知っている地域の窓口サー

ビス数が多い人ほど、交流頻度が高かった。これ

らより農村では、福祉関連機関の知名度が高いこ

とや、社会的交流が地域の窓口サービスの認識に

関連する要素である可能性が考えられた。 

 

医療・福祉関連機関の知名度 

医療・福祉関連機関と住民の関係について検討

するにあたり、ブランドエクイティの概念を用い

た 17,18)。Keller の概念モデルは、認知、意味づ

け、反応、共感・同調の 4つからなる。本研究

は、各医療・福祉関連機関について、Keller の

概念モデルの認知レベルにおける住民の知名度を

調査したものにあたると考えた。これらの地域の

窓口サービスの知名度は、地域高齢者の将来的な

医療・福祉への認知度にも発展しうる。介護保険

サービス情報の入手経路について、病院等の医療

機関は情報入手先として比較的大きな役割を果た

している 19）。さらに、介護保険サービスの利用を

している人では、情報収集に困らない割合が利用

していない人と比べて高いとされる 19）。このこと

から、医療機関が少ない農村部の要介護・要支援

認定を受けていない高齢者においては、医療・福

祉の関連情報を収集しづらいと考えられる。本研

究における地域別の窓口サービスの知名度が高い

機関は、特に農村部の高齢者において、要支援・

要介護状態となったときの情報収集先となりうる

可能性がある。 

 

市町村単位の福祉関連事業所の設置 

地域包括支援センターは、地域包括ケア実現に

向けた中核的な機関としてすべての市町村の中学

校区で設置されている 20,21)。福祉事務所、社会福

祉協議会も市町村や都道府県単位で設置されてい

る。知っている地域の窓口サービスの総数におい

て、都市と比べて農村では、複数の事業所や社会

福祉の増進に努める職種を知っている人が多かっ

たことは、福祉関連施設の知名度が高いことが関

連している可能性がある。今後、高齢者に向けた

情報発信の方法について、地域にあった情報の集

約を行うことで、より多くの高齢者に保健・医療・

福祉の関連情報の周知が得られると考える。 

 

自治体の情報発信と収集に向けた環境 

行政の情報発信の方法やシステムに関して、各

課の業務に関する広報の責任は原課にあり，広報

担当は住民の情報ニーズを把握しづらい。住民に

とって有用な情報が広報されない主な原因は、住

民の情報ニーズと広報実態のギャップにあると報

告されている 4)。自治体のサービス品質の向上の

ためには、住民の意見を収集することも必要であ

り、これらは自治体からの情報提供と合わせて考

える必要がある 22)。そのような、意見を出しやす

い環境が作られることで、より相談しやすい場に

なると考えられる。表 1 の結果から、農村地域で

は友人との交流、老人クラブ、健康体操やサロン

などの介護予防のための通いの場等の社会性にお

いて、都市よりも高い傾向が見られた。これは、農

村地域は人とのつながりが強くソーシャル・キャ

ピタルが高いことと関連しているといえる 23)。サ

ロンに参加することは参加者の社会的ネットワー

クが広がり、より大きな社会的支援が得られると

報告されている 24）。そのため、行政担当者は、こ

のような場を活用して、住民ニーズの把握や、医

療・福祉情報の発信を行うことは、住民の知識の

向上や医療・福祉環境の認識や情報把握につなが

ると考える。 

 

医療過疎地域における福祉の役割 

病院数や診療所は、都市度が高い地域に多く設

置されている 12)。一方、地域包括支援センターや

福祉事務所は、市町村が設置主体であり、病院や

診療所が少ない地域であっても、設置されている。

地域包括支援センターは保健師・社会福祉士・主

任介護支援専門員等を配置して、住民の健康の保

持及び生活の安定のために必要な援助を行うこと

により、地域の住民を包括的に支援することを目

的とする施設である 21)。医療専門職が在籍する場

所である福祉関連事業所が、医療が行き届かない

地域において重要な役割を果たす可能性がある。

表 2 における農村地域の福祉関連事業所の認識の

高さは、医療機関の少なさを地域包括支援センタ

ーや社会福祉事務所等の福祉関連事業所がカバー

しているためであるとも考えられる。 

 

地域住民を中心とした地域活動支援 

人口減少社会及び超高齢社会を想定し、地域住

民の総力を結集した「支え合い」を基調としなが

ら、地域を基盤とした総合的な相談体制と、それ

を支える地方自治体の役割を明確にした、地域相

互支援型自治体推進モデルをはじめとして、地域
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住民の参加支援も注目がされている 25)。地域生活

課題への対応や住民の参加支援には、行政や社会

福祉協議会等の担うべき役割が大きい。しかし、

住民の地域活動支援を行うコミュニティワーカー

等の配置は低調であり，公私協働化をすすめる職

員不足にもつながる解決すべき課題であるとされ

る 26)。表 1 の結果からも、都市と比べて、農村で

は友人との関係が強く、老人クラブ・健康体操や

サロンなどの介護予防のための通いの場の参加割

合が高かった。さらに、表４の結果からも、知って

いる地域の窓口サービスの数が多い人ほど、友人

との交流や社会参加していた。地域の人々のつな

がりを強め、住民が集いやすくすることにより、

住民主体とした地域活動支援は進めやすいと思わ

れる 27）。農村地域における、住民同士の参加支援

を通して、つながりを深め、情報共有の場になる

ことが望まれる。 

 

地域の医療・福祉情報の認知において、農村で

は福祉関連事業所の知名度が高いことが明らかと

なった。地域高齢者が、より医療・福祉情報にアク

セスしやすくなるために、福祉関連事業所に加え

て、地域の民生委員などの協力も不可欠である。

新たな情報手段の確立ではなくても、既存の機関

である、福祉関連事業所が農村地域の高齢者にと

ってアクセスしやすい場所であることが分かった

ことは、高齢化が進む農村地域における医療・福

祉情報の情報化を推進するうえで、重要な知見で

ある。農村地域の自治体は福祉事業所の役割や業

務、情報発信方法を見直すことも有用であると考

えられる。 

 

研究の強みと限界 

本研究の強みは、2つある。1 つ目に、日本にお

ける医療・福祉関連機関の認知について調査した

報告はわずかである。本調査は、地域在住高齢者

における地域の窓口サービスの知名度に関して調

査した希少な研究である。２つ目に、地域別の分

析を行った点である。都市度の高さごとにそれぞ

れ環境が異なる。そのため、各地域による特性を

分析した点である。 

本研究の限界は 4 つある。1 つ目に、本調査は要

介護・要支援認定を受けていない高齢者を対象と

した質問紙調査であり、健康な方が多い可能性が

ある。そのため、地域の相談窓口サービスの認知

に関しては、要介護・要支援認定を受けている高

齢者と比べて知名度が低い可能性があると考える。

2 つ目に、回収率が 69.1％であったことである。

これは、調査に同意しなかった人に加え、調査票

への回答や質問の理解が困難であったなどで、本

調査に参加できなかった可能性があり、何らかの

困難がある健康高齢者の状況が本調査結果に反映

できていないことが考えられる。しかし、本調査

の回答率は質問票を用いた先行研究よりも高く、

幅広い地域を網羅するデータである。3つ目に、本

研究は、地域高齢者の地域の窓口サービスの認知

調査に留まっている。今後、地域高齢者の各機関

の事業内容の理解や相談のしやすさに関しても調

査が必要である。4つ目に、本研究は横断研究であ

り長期的な変化については明らかにできていない。

今後、縦断研究が望まれる。 

 

Ⅴ 結   語 

 
地域高齢者の医療・福祉関連機関の認知を地域

別に調査した。それにより、知っている地域の窓

口サービスにおいて都市や郊外と比べて農村では

福祉協議会・福祉事務所・地域包括支援センター・

民生委員の知名度が高かった。これらの環境を有

効に活用することで、農村の高齢者においても医

療・福祉の情報を得られやすい環境を整えられる

可能性が示唆された。 
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高齢者支援に取り組む住民ボランティアの認知症への 

理解と対応に関する研究 

 

蒔田
マ キ タ

 寛子
ヒ ロ コ
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ス ズ キ
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ト モ ヨ
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目的 住民ボランティアの認知症高齢者支援の実態と課題を明らかにすることを研究目的とした。 

方法 愛知県 A 市で高齢者支援に取り組む住民ボランティア117名を対象に無記名自己記入式調査

を実施した。5の上位項目に38の下位項目を設定し，回答を得た84名を対象に，記述統計を行っ

た。さらに研修受講の有無と38の下位項目別にカイ2乗検定を実施し，有意確率を確認した。 

結果 研究参加者は，女性が61名（72.6％），年齢は70歳台が29名（34.5％）と最も多く，研修受講

経験“有”が37名（44.0％）であった。【中核症状の理解】で“知っている”が6割を超えた下

位項目は5項目，【認知症高齢者への支援】で“行っている”が6割を超えた下位項目は5項目，

【認知症高齢者とのコミュニケーション】で“行っている”が6割を超えた下位項目は5項目で

あったが，【認知症高齢者への支援で困っていること】の下位項目では“はい”が6割を超えた

項目はなかった。【認知症高齢者への支援で気づいたこと，実施していること】で“はい”が6

割を超えた下位項目は2項目であった。研修受講の有無と38の下位項目別にカイ2乗検定を実施

したところ，有意差がみられた下位項目は13であり，【認知症高齢者への支援】【認知症高齢者

への支援で困っていること】の下位項目に有意差が集中した。 

結論 住民ボランティアは，個人の経験の中で知識や支援方法を修得していると推測されるが，一

般的な認知症の症状の理解や高齢者への基本的な支援に留まり，認知症の症状の理解に基づく

具体的な支援へのつながりは低く，経験を知識とすることの限界があった。認知症や介護サポ

ートの専門家ではない住民ゆえに自身で経験を知識とする難しさがあり，学習の機会が必要で

ある。行政や専門職の継続的な学習機会提供などの支援が，安定したボランティア活動を可能

にすることが示唆された。 

Key words ： 高齢者，認知症，地域住民ボランティア，認知症支援の課題 

Ⅰ 緒   言 

 

 2000年に介護保険法が施行され，介護の社会化は

一定の成果をみせている。しかし要介護者が在宅で

療養生活を継続することには介護負担は大きく，社

会資源は限られているなど困難も多く，2014年頃よ

り「地域包括ケアシステム」構築の必要性が言われ

るようになった1）。自治体を中心に，「地域包括ケア

システム」構築が進められており，このシステムを

推進するためには，ソーシャルキャピタルの活用，

つまり住民互助が基盤という支援の考え方の転換が

いわれている。 

 

 

*  豊橋創造大学保健医療学部看護学科 

連絡先：〒440-8511 愛知県豊橋市牛川町松下20-

1 豊橋創造大学保健医療学部看護学科 蒔田寛子 

E-mail: h-makita@sozo.ac.jp 

 

 

ソーシャルキャピタルの定義はさまざまなものが

あるが，稲葉は人々が他人に対して抱く「信頼」，お

互い様といった言葉に象徴される「互酬性の規範」，

人や組織の間の「ネットワーク」であると述べてい

る。ソーシャルキャピタルによって集団としての協

調性や，「ご近所の底力」といった市場では評価しに

くい価値が生み出される2）。 

高齢者支援のボランティア活動は，これまでも地

域ごとに取り組まれており実践報告は多い。ボラン

ティアは定年退職後の前期高齢者であることが多く，

この年齢では退職などによる喪失感から，何かしな

ければという気持ちを持っているとの報告がある3）。

また，ボランティアが，社会参加の機会となり4），自

分も元気になったと効果を自覚していたとの報告5）

がある。さらに社会貢献性のある役割の獲得により

健康関連 QOL が，男性は身体機能面，情緒適応面，

対人関係面，生活目標面の全ての面において，女性

は身体機能面，情緒適応面において改善していたと

の報告6）もあり，支援者であるボランティアにとっ
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ても健康の維持増進に効果があると確認できる。そ

して，地域住民の73.9％が認知症サポートの実施意

向があり，退職後の高齢者間での支え合いが期待で

きるとの報告もある7）。地域住民は高齢者支援に関

心があり，支援をする住民にとっても良い影響があ

ることがわかる。 

一方わが国では，急速な少子高齢化と認知症高齢

者の増加をふまえ，2015年に認知症施策総合戦略（新

オレンジプラン）が策定された。さらに2023年には

「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」

が制定され，認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を

持って暮らすことができるよう7の基本理念のもと，

認知症施策を総合的かつ計画的に推進していくとさ

れている。理念の2には，共生社会の実現を推進する

ために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症

の人に関する正しい理解を深める必要が示されてい

る8）。国民には，認知症およびその介護支援に関する

理解が求められている。 

筆者は，住民ボランティアによる高齢者支援にお

ける課題として，認知症高齢者への対応困難がある

ことを報告している9）。一般の地域住民に比べ高齢

者支援に関心が高いと考えられる住民ボランティア

ではあるが，「認知症高齢者が地域の集まりに参加す

ると周囲が困るのでいない方が良い」「認知症高齢者

への支援の方法がわからず困っている」などの意見

があった9）。認知症高齢者について，否定的に捉える

か否かの違いは大きいが，どちらも認知症が理解さ

れていないために生じている困難と考えられた。先

行研究は質的研究であり，一部の住民の意見であっ

た。住民ボランティアの認知症高齢者への対応困難

について，質的研究を踏まえ，多くの住民からデー

タを収集し客観性を高め，実態を明らかにする必要

があると考えた。 

そのため，今回，質問紙票による量的研究を実施

し，住民ボランティアの認知症高齢者支援の実態と

課題を具体的に明らかにすることを研究目的とした。 

 

Ⅱ 研究方法 

 

１．調査対象者および調査方法 

 愛知県 A 市で高齢者支援に取り組む住民ボランテ

ィア117名。2022年7月に A市担当部署を通じ，無記

名自己記入式調査用紙の配布を依頼し，9月30日締め

切りとして，回収箱を設置し回収した。研究参加は

任意とした。 

２．用語の操作的定義 

「高齢者支援」 

 年齢が高くなり日常生活に何らかの手助けが必要

になっても住み慣れた地域で生活が継続できるよう

に，ボランティアなどの地域の住民が支え助けるこ

とである。地域住民が主体となって，歩いて気軽に

立ち寄ることのできる場所で，地域の人々と交流で

きる場としての居場所（サロン）を運営するなどで

ある。 

「住民ボランティア」 

 その土地に住み，自らの意志で自主的に，無償の

奉仕活動をする人々である。 

３．調査項目 

 調査項目の上位項目は，先行研究9）をふまえ作成

した。上位項目【中核症状の理解】【認知症高齢者へ

の支援】【認知症高齢者とのコミュニケーション】の

下位項目は，老年看護学のテキストを参考に作成し

た10）11）。上位項目【認知症高齢者への支援で困って

いること】【認知症高齢者への支援で気づいたこと，

実施していること】の下位項目は先行研究9）の分析

結果のサブカテゴリを参考に作成した。個人属性は，

性別，年代，高齢者支援ボランティア研修受講の有

無と研修名，高齢者支援ボランティアの経験年数で

ある。 

上位項目それぞれに下位項目を，【中核症状の理解】

が8，【認知症高齢者への支援】が9，【認知症高齢者

とのコミュニケーション】が8，【認知症高齢者への

支援で困っていること】が8，【認知症高齢者への支

援で気づいたこと，実施していること】が5を設定し

た。調査項目については補足資料とした。 

４．分析方法 

 回答を得た84名（回答率71.8％）を対象に，IBM 

SPSS Statistics Ver.19にて記述統計を行った。さ

らに研修受講の有無と38の下位項目別にカイ2乗検

定を実施し，有意確率を確認した。P＜0.05を統計的

に有意差ありとした。なお，欠損値は解析に含めな

かった。 

５．倫理的配慮 

 本研究は，豊橋創造大学研究倫理委員会の承認を

得て実施した（承認番号：H2021015）。 

 

Ⅲ 研究結果 

 

１．研究参加者の基本属性 （表1) 

84名中，女性が61名（72.6％），男性は23名（27.4％）

であった。年齢は70歳台が29名（34.5％）と最も多

く，60歳台19名（22.6％），50歳台12名（14.3％）と

続いた。80歳以上の者は11名（13.1％）であった。

高齢者支援ボランティアに関する研修の受講経験で

は，受講経験“有”が37名（44.0％），“無”が47名

（56.0％）であった。ボランティアの経験年数では，
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「1年から5年未満」，「5年から10年未満」が最も多く

各18名（21.4％）であった。「1年未満」の者は16名

（19.0％）であった。 

 

 

２．認知症の理解と対応 

１）中核症状の理解（表2) 

 8の下位項目で“知っている“が60％を超えた項目

は5項目であった。〈時間，場所，人物の見当がつけ

られなくなる〉71.4％，〈新しい情報の学習や，以前

に学習した情報を思い出すことができなくなる〉

69.0％，〈言葉を見つけ出したり，理解することが難

しくなる〉67.9％などである。 

“知っている“が60％未満の項目は3項目であった。

〈中核症状は認知症であれば必ず認められる症状で

ある〉44.0％，〈視覚に障害がないにもかかわらず，

対象物を理解したり，把握することができなくなる〉

52.4％，などである。無回答の者は8項目全てにおい

てみられ，5名から7名であった。 

２）認知症高齢者への支援（表3） 

 9の下位項目で“行っている”が60％を超えた項目

は5項目であった。〈繰り返し同じことを言う人には，

その中に込められている気になることがあるので，

それを汲み取るように話をする〉76.2％，〈動作がス

ムーズに行えない高齢者には，無理にやらせず見守

る〉76.2％などである。 

“行っている”が60％未満の項目は4項目であった。

〈注意障害のある高齢者には，落ち着いて日常生活

行為ができるよう，環境を整える。例えば食事への

注意が途絶えないようテレビは消すなどしている〉

34.5％，〈場所の見当識障害がある高齢者には，ここ

がどこなのかを伝え，見たり触れたりすることで，

場所の見当をつけられるように援助する〉48.8％な

どである。無回答の者は9項目全てにおいてみられ，

7名から14名であった。 

 

 

 

 

 

(n=84)

人数(％)

女性 61(72.6)

男性 23(27.4)

20歳台 6(7.1)

30歳台 3(3.6)

40歳台 3(3.6)

50歳台 12(14.3)

60歳台 19(22.6)

70歳台 29(34.5)

80歳以上 11(13.1)

無回答 1(1.2)

有 37(44.0)

無 47(56.0)

1年未満 16(19.0)

1年から5年未満 18(21.4)

5年から10年未満 18(21.4)

10年から15年未満 9(10.7)

15年から20年未満 3(3.6)

20年以上 4(4.8)

無回答 16(19.0)

表1　研究参加者の基本属性

ボランティア
経験年数

性別

年齢

研修受講

n=84

知っている 知らない 無回答

中核症状は認知症であれば必ず認められる
症状である

37(44.0) 40(47.6) 7(8.3)

新しい情報の学習や、以前に学習した情報
を思い出すことができなくなる

58(69.0) 20(23.8) 6(7.1)

時間、場所、人物の見当がつけられなくな
る

60(71.4) 19(22.6) 5(6.0)

言葉を見つけ出したり、理解することが難
しくなる

57(67.9) 20(23.8) 7(8.3)

麻痺などはないが、衣服の着脱などの動作
が行えなくなる

50(59.5) 29(34.5) 5(6.0)

視覚に障害がないにもかかわらず、対象物
を理解したり、把握することができなくな
る

44(52.4) 34(40.5) 6(7.1)

計画を立てる、順序立てるといった物事を
具体的に進めていく能力が損なわれる

56(66.7) 22(26.2) 6(7.1)

一つの事柄に注意を注いだり、一つの事柄
から他へと注意を移動したり、同時に複数
のものに注意を向けることが難しくなる

55(65.5) 24(28.5) 5(6.0)

人数（％）

表2　中核症状の理解

n=84

行っている 行っていない 無回答

繰り返し同じことを言う人には、その中に
込められている気になることがあるので、
それを汲み取るように話をする

64(76.2) 13(15.5) 7(8.3)

物が無くなったという高齢者には、一緒に
物のおき場所を決める、自分で見つけ出せ
るように一緒に探す等している

48(57.1) 25(29.8) 11(13.1)

あえて時間を伝えたり「おはようございま
す」等の時間を告げる挨拶を心がけ、時間
の見当がつけられるように援助する

58(69.0) 18(21.4) 8(9.5)

場所の見当識障害がある高齢者には、ここ
がどこなのかを伝え、見たり触れたりする
ことで、場所の見当をつけられるように援
助する

41(48.8) 33(39.3) 10(11.9)

人物の見当識障害がある高齢者には、自分
から名前を伝え、信頼できる誠実な人物で
あると実感してもらえるように意識し関わ
る

55(65.5) 22(26.2) 7(8.3)

言語の理解が低下（失語）した高齢者に
は、表情、しぐさ、態度から本人の思いを
予測し、高齢者に安心してもらえるように
関わる

54(64.3) 21(25.0) 9(10.7)

動作がスムーズに行えない高齢者には、無
理にやらせず見守る

64(76.2) 10(11.9) 10(11.9)

段取りを考えて計画的に物事を進められな
い高齢者には、次の動作を具体的に示し促
してみる

44(52.4) 29(34.5) 11(13.1)

注意障害のある高齢者には、落ち着いて日
常生活行為ができるよう、環境を整える。
例えば食事への注意が途絶えないようテレ
ビは消すなどしている

29(34.5) 41(48.8) 14(16.7)

人数（％）

表3　認知症高齢者への支援
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３）認知症高齢者とのコミュニケーション（表4) 

 8の下位項目で“行っている”が60％を超えた項目

は5項目であった。〈高齢者の視野に入ってコミュニ

ケーションをとる〉78.6％，〈理解しやすいようにゆ

っくり落ち着いて，短くはっきり伝える〉78.6％な

どである。 

 “行っている”が60％未満の項目は3項目であった。

〈周囲の雑音，騒音，動きがコミュニケーションを

妨げていないか意識している〉45.2％，〈言語での表

現力が低下している高齢者には，「〇〇が見たいです

か？」など言葉のヒントを提示してコミュニケーシ

ョンをつなぐ〉54.8％などである。無回答の者は8項

目全てにおいてみられ，8名から14名であった。 

 

 

 

４）認知症高齢者への支援で困っていること（表5) 

 8の下位項目で“はい”が60％を超えた項目はなか

った。 

 無回答の者は8項目全てにおいてみられ，12名から

19名であった。 

５）認知症高齢者への支援で気づいたこと，実施し

ていること（表6) 

5の下位項目で“はい”が60％を超えた項目は2項

目であった。〈認知症高齢者の得意なことを大切にし

ている〉73.8％，〈認知症になっても仲間なので続け

られる（居場所に継続して来てもらう）〉67.9％であ

った。 

“はい”が60％未満の項目は3項目であった。〈認

知症高齢者の家族から頼まれるので継続して来ても

らう〉50.0％などである。無回答の者は5項目全てに

おいてみられ，12名から20名であった。 

 

 

３．研修受講と支援内容の比較(表7) 

高齢者支援ボランティア研修受講の有無と38の下

位項目別にカイ2乗検定を実施したところ，有意差が

みられた下位項目は13であった。【中核症状の理解】

では，有意差がある下位項目はなかった。【認知症高

齢者への支援】では，〈物が無くなったという高齢者

には，一緒に物のおき場所を決める，自分で見つけ

出せるように一緒に探す等している〉（P＝0.018），

〈場所の見当識障害がある高齢者には，ここがどこ

なのかを伝え，見たり触れたりすることで，場所の

見当をつけられるように援助する〉（P＝0.001），〈人

物の見当識障害がある高齢者には，自分から名前を

伝え，信頼できる誠実な人物であると実感してもら

えるように意識し関わる〉（P＝0.01），〈言語の理解

が低下（失語）した高齢者には表情，しぐさ，態度

から本人の思いを予測し，高齢者に安心してもらえ

るように関わる〉（P＝0.002），〈段取りを考えて計画

的に物事を進められない高齢者には，次の動作を具

体的に示し促してみる〉（P=0.023）に有意差が認め

られ，研修会受講で支援に対する理解が深まってい

ることが認められた。 

n=84

行っている 行っていない 無回答

自己紹介をしたり名札を示しながら、誰で
あるかわかりやすく伝える

53(63.1) 20(23.8) 11(13.1)

高齢者の視野に入ってコミュニケーション
をとる

66(78.6) 8(8.5) 10(11.9)

理解しやすいようにゆっくり落ち着いて、
短くはっきり伝える

66(78.6) 9(10.7) 9(10.7)

「はい」「いいえ」で答えられる質問をす
る

48(57.1) 26(31.0) 10(11.9)

周囲の雑音、騒音、動きがコミュニケー
ションを妨げていないか意識している

38(45.2) 34(40.5) 12(14.3)

自分の表情が硬くなっていないか注意し、
表情豊かに威圧的な態度とならないように
している

63(75.0) 13(15.5) 8(9.5)

言語での表現力が低下している高齢者に
は、「〇〇が見たいですか？」など言葉の
ヒントを提示してコミュニケーションをつ
なぐ

46(54.8) 24(28.6) 14(16.7)

高齢者が自尊心を保ち、周囲の人々から尊
重されていると実感できるようにコミュニ
ケーションをとる

54(64.3) 19(22.6) 11(13.1)

表4　認知症高齢者とのコミュニケーション

人数（％）

n=84

はい いいえ 無回答

認知症高齢者がいると他の参加者の様子が
変わることがありますか

34(40.5) 36(42.9) 14(16.7)

支援が認知症高齢者の自尊心を傷つけるこ
とにつながっていないか、気になることが
ありますか

42(50.0) 30(35.7) 12(14.3)

家族が認知症と気がついていない利用者が
いますか

22(26.2) 47(56.0) 15(17.9)

認知症だけでは他の支援につながらないと
感じますか

26(31.0) 39(46.4) 19(22.6)

認知症高齢者への支援の仕方がわからなく
て困りますか

36(42.9) 34(40.5) 14(16.7)

認知機能が低下すると居場所（サロン）に
参加するのは難しいのではと感じることが
ありますか

35(41.7) 33(39.3) 16(19.0)

親身に認知症高齢者への支援をすることは
難しいですか

36(42.9) 33(39.3) 15(17.9)

居場所（サロン）で複数の認知症高齢者を
支援するのは大変ですか

33(39.3) 32(38.1) 19(22.6)

表5　認知症高齢者への支援で困っていること

人数（％）

はい いいえ 無回答

認知症高齢者は困っていることを言い出せ
ずに困っていると感じることがありますか

46(54.8) 26(31.0) 12(14.3)

認知症高齢者の得意なことを大切にしてい
る

62(73.8) 8(9.5) 14(16.7)

途中から認知症になった人を居場所（サロ
ン）の中で見守る

50(59.5) 17(20.2) 17(20.2)

認知症になっても仲間なので続けられる
（居場所に継続して来てもらう）

57(67.9) 11(13.1) 16(19.0)

認知症高齢者の家族から頼まれるので継続
して来てもらう

42(50.0) 22(26.2) 20(23.8)

表6　認知症高齢者への支援で気づいたこと、実施していること n=84

人数（％）
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n=84

項目 カテゴリー
人数 ％ 人数 ％ P

知っている 19 54.3 18 40 0.078
知らない 13 40.1 27 60
知っている 28 84.8 30 66.7 0.1
知らない 5 15.2 15 33.3
知っている 28 82.4 32 71.1 0.39
知らない 6 17.6 13 28.9
知っている 27 81.8 30 68.2 0.31
知らない 6 18.2 14 31.8
知っている 26 76.5 24 53.3 0.083
知らない 8 23.5 21 46.7
知っている 23 67.6 21 46.7 0.204
知らない 11 32.4 23 51.1
知っている 27 81.8 29 64.4 0.125
知らない 6 18.2 16 35.6
知っている 27 79.4 28 62.2 0.198
知らない 7 20.6 17 37.8
行っている 30 90.9 34 77.3 0.222
行っていない 3 9.1 10 22.7
行っている 23 79.3 25 56.8 0.018
行っていない 6 20.7 19 43.2
行っている 26 83.9 32 71.1 0.08
行っていない 5 16.1 13 28.9
行っている 22 75.9 19 42.2 0.001
行っていない 7 24.1 26 57.8
行っている 28 87.5 27 60 0.01
行っていない 4 12.5 18 40        
行っている 25 86.2 29 63.0 0.002
行っていない 4 13.8 17 37.0
行っている 26 86.7 38 97.4 0.212
行っていない 4 13.3 6 15.4
行っている 23 76.7 21 48.8 0.023
行っていない 7 23.3 22 51.2
行っている 15 53.6 14 33.3 0.062
行っていない 13 46.4 28 66.7
行っている 25 83.3 28 65.1 0.088
行っていない 5 16.7 15 34.9
行っている 30 96.8 36 83.7 0.116
行っていない 1 3.2 7 16.3
行っている 30 96.8 36 81.8 0.053
行っていない 1 3.2 8 18.2
行っている 24 80 24 54.5 0.018
行っていない 6 20 20 45.5
行っている 20 66.7 18 42.9 0.079
行っていない 10 33.3 24 57.1
行っている 30 93.75 33 75 0.056
行っていない 2 6.25 11 25
行っている 24 82.8 22 53.7 0.024
行っていない 5 17.2 19 46.3
行っている 27 87.1 27 64.3 0.069
行っていない 4 12.9 15 35.7
はい 19 67.9 15 35.7 0.008
いいえ 9 32.1 27 64.3
はい 21 72.4 21 48.8 0.034
いいえ 8 27.6 22 51.2
はい 12 42.9 10 24.4 0.109
いいえ 16 57.1 31 75.6
はい 7 29.2 19 46.3 0.022
いいえ 17 70.8 22 53.7
はい 13 44.8 24 57.1 0.231
いいえ 16 55.2 18 42.9
はい 10 35.7 25 61.0 0.046
いいえ 18 64.3 16 39.0
はい 13 46.4 23 56.1 0.287
いいえ 15 53.6 18 43.9
はい 8 29.6 25 65.8 0.012
いいえ 19 70.4 13 34.2
はい 19 65.5 27 62.8 0.228
いいえ 10 34.5 16 37.2
はい 28 96.6 34 82.9 0.12
いいえ 1 3.4 7 17.1
はい 24 88.9 26 65 0.038
いいえ 3 11.1 14 35
はい 26 92.9 31 77.5 0.135
いいえ 2 7.1 9 22.5
はい 18 72 24 61.5 0.18
いいえ 7 28 15 38.5

表7　研修受講と支援内容の比較

有意差の検定としてカイ2二乗検定を用いた　無回答は分析に含めなかった　　

途中から認知症になった人を居場所（サロン）の中で見守る

認知症になっても仲間なので続けられる（居場所に継続して来てもらう）

認知症高齢者の家族から頼まれるので継続して来てもらう

認知症高齢者への支援の仕方がわからなくて困りますか

認知機能が低下すると居場所（サロン）に参加するのは難しいのではと感じる
ことがありますか

親身に認知症高齢者への支援をすることは難しいですか

居場所（サロン）で複数の認知症高齢者を支援するのは大変ですか

認知症高齢者は困っていることを言い出せずに困っていると感じることがあり
ますか

認知症高齢者の得意なことを大切にしている

言語での表現力が低下している高齢者には、「〇〇が見たいですか？」など言
葉のヒントを提示してコミュニケーションをつなぐ

高齢者が自尊心を保ち、周囲の人々から尊重されていると実感できるようにコ
ミュニケーションをとる

認知症高齢者がいると他の参加者の様子が変わることがありますか

支援が認知症高齢者の自尊心を傷つけることにつながっていないか、気になる
ことがありますか

家族が認知症と気がついていない利用者がいますか

認知症だけでは他の支援につながらないと感じますか

なし

視覚に障害がないにもかかわらず、対象物を理解したり、把握することができ
なくなる

計画を立てる、順序立てるといった物事を具体的に進めていく能力が損なわれ
る

新しい情報の学習や、以前に学習した情報を思い出すことができなくなる

一つの事柄に注意を注いだり、一つの事柄から他へと注意を移動したり、同時
に複数のものに注意を向けることが難しくなる

時間、場所、人物の見当がつけられなくなる

中核症状は認知症であれば必ず認められる症状である

言葉を見つけ出したり、理解することが難しくなる

麻痺などはないが、衣服の着脱などの動作が行えなくなる

自己紹介をしたり名札を示しながら、誰であるかわかりやすく伝える

高齢者の視野に入ってコミュニケーションをとる

理解しやすいようにゆっくり落ち着いて、短くはっきり伝える

「はい」「いいえ」で答えられる質問をする

周囲の雑音、騒音、動きがコミュニケーションを妨げていないか意識している

自分の表情が硬くなっていないか注意し、表情豊かに威圧的な態度とならない
ようにしている

       高齢者支援ボランティア研修受講

認知症高齢
者とのコ

ミュニケー
ション

認知症高齢
者への支援
で困ってい
ること

認知症高齢
者への支援
で気づいた
こと、実施
しているこ

と

ある

人物の見当識障害がある高齢者には、自分から名前を伝え、信頼できる誠実な
人物であると実感してもらえるように意識し関わる

言語の理解が低下（失語）した高齢者には、表情、しぐさ、態度から本人の思
いを予測し、高齢者に安心してもらえるように関わる

動作がスムーズに行えない高齢者には、無理にやらせず見守る

段取りを考えて計画的に物事を進められない高齢者には、次の動作を具体的に
示し促してみる

認知症高齢
者への支援

中核症状の
理解

繰り返し同じことを言う人には、その中に込められている気になることがある
ので、それを汲み取るように話をする

物が無くなったという高齢者には、一緒に物のおき場所を決める、自分で見つ
け出せるように一緒に探す等している

あえて時間を伝えたり「おはようございます」等の時間を告げる挨拶を心が
け、時間の見当がつけられるように援助する

場所の見当識障害がある高齢者には、ここがどこなのかを伝え、見たり触れた
りすることで、場所の見当をつけられるように援助する

注意障害のある高齢者には、落ち着いて日常生活行為ができるよう、環境を整
える。例えば食事への注意が途絶えないようテレビは消すなどしている
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【認知症高齢者とのコミュニケーション】では，

〈「はい」「いいえ」で答えられる質問をする〉（P＝

0.018），〈言葉での表現力が低下している高齢者には，

「〇〇が見たいですか？」など言葉のヒントを提示

してコミュニケーションをつなぐ〉（P＝0.024）に有

意差が認められ，研修会受講で認知機能の低下に合

わせたコミュニケーションを実施していることが認

められた。 

【認知症高齢者の支援で困っていること】では，

〈認知症高齢者がいると他の参加者の様子が変わる

ことがありますか〉（P＝0.008），〈支援が認知症高齢

者の自尊心を傷つけることにつながっていないか，

気になることがありますか〉（P＝0.034），〈認知症だ

けでは他の支援につながらないと感じますか〉（P＝

0.022），〈認知機能が低下すると居場所（サロン）に

参加するのは難しいと感じることがありますか〉（P

＝0.046），〈居場所（サロン）で複数の認知症高齢者

を支援するのは大変ですか〉（P＝0.012）に有意差が

認められた。研修会受講で高齢者の自尊心へ配慮す

るようになり，認知症高齢者が居場所にいても困難

感が低くなることが認められた。 

【認知症高齢者への支援で気づいたこと，実施し

ていること】では，〈途中から認知症になった人を居

場所(サロン)の中で見守る〉（P＝0.038）に有意差が

認められた。研修会受講により，認知機能が低下し

ても支援を継続しようとしていた。 

 

Ⅳ 考   察 

 

１．対象者の特徴 

本研究の対象者は高齢者支援に取り組む住民ボラ

ンティアであり，年齢では60歳以上，ボランティア

の経験年数は１年以上の者がほとんどであった。60

歳以上の地域住民の７割が認知症高齢者を支える意

向があるとの報告があるが7），今回の対象者も60歳

以上が多く先行研究を支持している。ハヴィガース

トが提唱した発達理論によると，発達課題は人間が

健全で幸福な発達をとげるために各発達段階で達成

しておかなければならない課題であり，老年期は退

職により職業の引退と収入の減少に適応し，日常生

活を再構成するなどの課題がある12）。60歳以上の年

代はまさにそのような職業からの引退の時期であり，

高齢者支援のボランティアに取り組むことは，自分

自身の能力や状況に合わせて生活を再構成している

のであり，ボランティアという新たな役割は自己肯

定感を高めていると考えられた。 

 

 

２．住民ボランティアの認知症の理解と対応の特徴

上位項目である【中核症状の理解】の下位項目 

で“知っている”が6割を超えた内容は，人物などの

見当がつけられない，新しいことを思い出せない，

言葉の理解が難しくなるなどの一般的な認知症の理

解であった。“知っている”割合が低かった内容は，

中核症状という言葉の理解や視覚障害がなくても対

象物を把握できないといったやや専門的な認知症の

内容であった。また【認知症高齢者への支援】で“行

っている”が6割を超えた下位項目は，発言内容を汲

み取る，動作を見守るといった支援であった。“行っ

ている”割合が低かった下位項目は，注意障害のあ

る高齢者への環境整備の方法や場所の見当識障害の

ある高齢者への場所の伝え方など，症状に合わせて

行う具体的な支援方法であった。さらに【認知症高

齢者とのコミュニケーション】においても“行って

いる”と答えた者が6割を超えた下位項目は，短くは

っきり伝える，視野に入ってコミュニケーションを

とるなど高齢者支援における基本的なコミュニケー

ションの方法であった。“行っている”割合が低かっ

た下位項目は，周囲の雑音を意識することなど，認

知症高齢者の症状を理解することによる効果的なコ

ミュニケーションの方法であった。一方，支援の仕

方がわからなくて困ると答えた者は4割に留まった。 

上記よりボランティア経験は，認知症の人に対す

る良好な態度形成の一助ではあるが，認知症の症状

を理解した上での具体的な支援方法の獲得にまでは

至っていないと考えた。ボランティア活動により，

自分自身の健康を維持する行動に取り組み，学びが

あり13），認知症に関する学びを深めることで，認知

症の人が住みやすい地域づくりを理解する14）。今回

の対象者は長い者は20年以上のボランティア経験が

あり，これまでの経験の中で，メンバーや支援対象

者との相互関与を深めて知識や支援方法を経験の中

から修得していると推測される。 

しかし，知識や支援は一般的な認知症の症状の理

解や高齢者への基本的な支援に留まり，認知症の症

状の理解に基づく具体的な支援へのつながりは低く，

経験を知識とすることの限界も明らかとなった。認

知症に関する知識の情報源は，テレビ，新聞などが

多く，マスメディアの影響が大きいとの報告15）があ

るが，本研究対象者も同様の傾向と考えられた。 

地域住民を対象とした研究では，認知症の知識が

高いほど関心が高く，認知症の人に対する態度が肯

定的であったと報告15）16）されている。大学生を対象

とした研究でも，認知症の治療に関する知識，認知

症に関する一般知識が態度に関連しており，正しい

知識をもつと望ましい行動をとるようになるとの報
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告がある17）。さらに，民生委員を対象とした研究に

おいても認知症に関する態度を肯定的な方向へと高

めるためには，認知症の治療に関する正しい知識の

普及が有用と述べられている18）。 

本研究での【中核症状の理解】で低い項目は，実

行機能障害に相当する内容であり，【認知症高齢者へ

の支援】で低い項目は，実行機能障害，注意障害を

ふまえた支援に相当する内容であった。マスメディ

アで取り上げられる認知症の症状は，記憶障害と見

当識障害が多いように感じられ，認知症の症状につ

いてはやや偏った知識と思われる。支援をするため

には認知症の症状についての基本的な学習が必要で

ある。 

認知症の症状について，中核症状および，支援者

であれば環境により助長される行動・心理症状（周

辺症状）の学習の機会が必要と考える。人的環境で

ある支援者や他の高齢者が行動・心理症状を助長さ

せることもある。住民ボランティアであっても認知

症の症状を理解することにより支援が安定し，高齢

者は認知機能が低下しても継続して参加が可能にな

り，症状の進行予防につながるであろう。 

さらに治療に関する知識を学習することも重要で

ある。認知症の治療に関する知識を住民ボランティ

アが持つことで，専門職ではない支援者による認知

症の早期発見，早期受診といった援助行動を促進す

ることが期待できる。今後の後期高齢者の増加は，

認知症の増加となり，住民ボランティアが，高齢者

の症状に早期に気がつく機会も多いと思われる。住

民ボランティアが認知症の症状と治療に関する基本

的な知識を学習していることは，早期発見と早期受

診につながる有効な対策であると考えられる。 

日常生活のさまざまな経験や社会での種種の見聞

を通して，直接に体得した知識や知恵を経験知とい

う（新明解国語辞典）。経験知に関する研究では，助

産師の技術に関するものは多く，分娩の臨床判断，

産後うつ傾向の予測，硬膜外麻酔分娩の臨床推論に

は経験知にもとづいた判断が行われていた19）20）21）。

助産師は専門家であり，専門的な知識・技術を学び

修得した上でさらに経験に基づいた知識を蓄積して

いる。本研究対象者は，住民ボランティアであり専

門家ではない。それゆえに自身で経験を知識として

獲得していくことの難しさがあり，基本的な認知症

の知識を学習する機会が必要である。それにより，

経験をさらに豊かな知識として獲得できると考える。 

 

３．住民ボランティアへの継続支援 

住民ボランティアの研修受講の有無と支援内容の

下位項目との関連では，【認知症高齢者への支援】【認

知症高齢者への支援で困っていること】の項目に有

意差が集中した。【認知症高齢者への支援】では，一

緒に探す，場所の見当をつけられるように援助，自

分から名前を伝え信頼できる人物であると意識して

もらえるような関り，具体的な動作の促しなど，認

知症高齢者の症状を理解しての関りについて，研修

受講の有群が有意に高かった。【認知症高齢者への支

援で困っていること】では，自分の行動が認知症高

齢者の自尊心を傷つけないか気にしている点などが

研修受講の無群に有意に低く，研修の受講経験がな

いと認知症高齢者の自尊心の尊重にまで考えが至っ

ていないと考えられた。一方，認知機能が低下する

とサロンへの参加は難しい，複数の認知症高齢者を

サロンで支援するのは大変，については研修の無群

に有意に高かった。萩原は医療職・介護・福祉職員

などの認知症の知識や理解を持っている人たちと地

域住民を比較し，住民は認知症を否定的に捉えてい

ることを明らかにしている22）。本研究結果から，研

修によって得られた知識と認知症高齢者との関りの

経験は，否定的な印象を軽減し認知症の理解や具体

的な支援につながるが，知識不足であると，サロン

での認知症高齢者との交流を困難に感じさせると考

えた。 

住民ボランティアには，訪問看護師の適切なサポ

ートや精神的支援が必要との報告23），行政職員との

関りが必要との報告24）などがある。さらに，ボラン

ティア活動を積極的に行っている群に，認知症の発

生予防や進行の予防に貢献する技術を提供すること

で，ボランティア活動の継続やリーダー的活動者を

生み出すとの報告がある25）。研修受講の有無で認知

症の理解や具体的支援の提供に有意差があったこと

から，研修の機会である専門職の支援が必要と確認

できる。 

本研究では周囲の雑音を意識するなど，認知症高

齢者の症状を理解することによる効果的なコミュニ

ケーションを行っていない傾向があったことから，

専門職による住民ボランティアへの支援では，認知

症の症状をふまえたコミュニケーションの方法を学

習する機会の提供が必要と考える。実際に高齢者支

援をしている住民ボランティアであるからこそ，関

心も高く学習意欲もある。今後の高齢者支援では住

民ボランティアも重要な支援者であり，認知症の症

状をふまえたコミュニケーションを意識し実施でき

ることが重要である。 

本研究では何らかの高齢者支援の研修を受けてい

ない者が5割以上であった。さらにこのような研修は

継続した系統的な学習の機会として設定されていな

いことが多いと聞く。先行研究では，市の施策が一

- 175 -



 東海公衆衛生雑誌 第 11 巻第 2 号 2024 年  

  

 

貫しておらず住民ボランティアが翻弄されることが

語られた9）。住民ボランティアは保健医療福祉の専

門職ではないことが多いため，基本的な知識と技術

を学んでいない人が多い。それゆえ市の施策の変更

を租借し柔軟に対処することは困難と考える。 

今後増加する認知症高齢者への支援に住民ボラン

ティアが関わるためには，認知症の症状と具体的な

支援内容に関する継続した研修が必要である。そこ

からボランティア活動が地域づくりまで発展するこ

とができるのである。そのためには行政の一貫した

施策の下，認知症の症状，治療を継続して学習でき

る機会を提供し，専門職が継続的に支援することが

大切と考えた。専門職が継続支援することで，ボラ

ンティア活動で困難を感じた際に専門職に相談する

ことができるため，支援がさらに安定できる。 

 

４．本研究の限界 

 本研究対象者は，A 市で高齢者支援に取り組む住

民ボランティアであり，普遍的な回答ではなく，高

齢者支援に意識が高いボランティアの結果であった

可能性が高い。さらに回答は84名と少なく，認知症

への理解と対応については，傾向があったとの論述

にとどまり，客観性が担保できているとはいえない。

また無回答の項目が複数あり，対象者にとって理解

が難しい質問内容であった可能性が高いことである。 

 

Ⅴ 結   語 

 

 住民ボランティアの認知症高齢者支援の実態と課

題を明らかにすることを研究目的とした。 

 住民ボランティアを対象に，無記名自己記入式調

査を実施した。38の質問項目は記述統計を行い，さ

らに研修受講の有無と38の項目別にカイ2乗検定を

実施した。年齢では60歳以上，ボランティア経験年

数は１年以上の者がほとんどであった。ボランティ

ア経験は，認知症の人に対する良好な態度形成の一

助ではあるが，認知症の症状を理解したうえでの具

体的な支援方法の獲得にまでは至っていなかった。

今後増加する認知症高齢者への支援に住民ボランテ

ィアが関わるためには，認知症の症状と具体的な支

援内容に関する研修が必要であり，行政や専門職の

継続的な支援が大切と考えた。 

 

 本研究の調査実施に協力いただきました A 市担当

者様，調査に協力いただいた住民ボランティアの皆

様に深謝いたします。 

本研究に開示すべき COI 状態はありません。 
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補足資料：

　　　　　　　　　　「高齢者支援に取り組む住民ボランティアへの認知症の理解と対応」　調査票（一部抜粋）

調査項目　下位38項目

① 中核症状は認知症であれば必ず認められる症状である。 知っている 知らない

② 新しい情報の学習や，以前に学習した情報を思い出すことができなくなる。 知っている 知らない

③ 時間，場所，人物の見当がつけられなくなる。 知っている 知らない

④ 言葉を見つけ出したり，理解することが難しくなる。 知っている 知らない

⑤ 麻痺などはないが，衣服の着脱などの動作が行えなくなる。 知っている 知らない

⑥ 視覚に障害がないにもかかわらず，対象物を理解したり，把握することができなくなる。 知っている 知らない

⑦  計画を立てる，順序立てるといった，物事を具体的に進めていく能力が損なわれる。 知っている 知らない

⑧  一つの事柄に注意を注いだり，一つの事柄から他へと注意を移動したり，同時に複数のものに注意を向けることが

難しくなる。
知っている 知らない

①  繰り返し同じことを言う人は，その中に込められている気になることがあるので，それを汲み取るように話をする。 行なっている 行なっていない

② 物が無くなったという高齢者には，一緒に物のおき場所を決める，自分で見つけ出せるように一緒に探す等してい

る。
行なっている 行なっていない

③ あえて時間を伝えたり，「おはようございます」等の時を告げる挨拶を心がけ，時間の見当がつけられるように援助

する。
行なっている 行なっていない

④ 場所の見当識障害がある高齢者には，ここがどこなのかを伝え，見たり触れたりすることで，場所の見当をつけられ

るように援助する。
行なっている 行なっていない

⑤ 人物の見当識障害がある高齢者には，自分から名前を伝え，信頼できる誠実な人物であると実感してもらえるよう

に意識し関わる。
行なっている 行なっていない

⑥ 言語の理解が低下（失語）した高齢者には，表情，しぐさ，態度から本人の思いを予測し，高齢者に安心してもらえる

ように関わる。
行なっている 行なっていない

⑦ 動作がスムーズに行えない高齢者には，無理にやらせず見守る。 行なっている 行なっていない

⑧ 段取りを考えて計画的に物事を進められない高齢者には，次の動作を具体的に示し促してみる。 行なっている 行なっていない

⑨ 注意障害のある高齢者には，落ち着いて日常生活行為ができるよう，環境を整える。例えば食事への注意が途絶

えないようテレビは消すなどしている。
行なっている 行なっていない

① 自己紹介をしたり名札を示しながら，誰であるかわかりやすく伝える。 行なっている 行なっていない

② 高齢者の視野に入ってコミュニケーションをとる。 行なっている 行なっていない

③ 理解しやすいようにゆっくり落ち着いて，短くはっきり伝える。 行なっている 行なっていない

④ 「はい」「いいえ」で答えられる質問をする。 行なっている 行なっていない

⑤ 周囲の雑音，騒音，動きがコミュニケーションを妨げていないか意識している。 行なっている 行なっていない

⑥ 自分の表情が硬くなっていないか注意し，表情豊かに威圧的な態度とならないようにしている。 行なっている 行なっていない

⑦ 言語での表現力が低下している高齢者には，「〇〇が見たいですか？」など言葉のヒントを提示してコミュニケーショ

ンをつなぐ。
行なっている 行なっていない

⑧ 高齢者が自尊心を保ち，周囲の人々から尊重されていると実感できるようにコミュニケーションをとる。 行なっている 行なっていない

① 認知症高齢者がいると他の参加者の様子が変わることがありますか。 はい いいえ

② 支援が認知症高齢者の自尊心を傷つけることにつながっていないか，気になることがありますか。 はい いいえ

③ 家族が認知症と気がついていない利用者がいますか。 はい いいえ

④ 認知症だけでは他の支援につながらないと感じますか。 はい いいえ

⑤ 認知症高齢者への支援の仕方がわからなくて困りますか。 はい いいえ

⑥ 認知機能が低下すると居場所（サロン）に参加するのは難しいのではと感じることがありますか。 はい いいえ

⑦ 親身に認知症高齢者への支援をすることは難しいですか。 はい いいえ

⑧ 居場所（サロン）で複数の認知症高齢者を支援するのは大変ですか。 はい いいえ

① 認知症高齢者は困っていることを言い出せずに困っていると感じることがありますか。 はい いいえ

② 認知症高齢者の得意なことを大切にしている。 はい いいえ

③ 途中から認知症になった人を居場所（サロン）の中で見守る。 はい いいえ

④ 認知症になっても仲間なので続けられる　（居場所に継続して来てもらう）。 はい いいえ

⑤ 認知症高齢者の家族から頼まれるので継続して来てもらう。 はい いいえ
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女子高校生における朝食時に菓子パンを食べる習慣と 

食品・栄養素摂取量の関連 

 内田
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 あや
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* 山本
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目的 本研究は，菓子パンを朝食に取り入れることの問題点について明らかにすることを目的とし

た。そのために，1．普段の朝食時に菓子パンを食べる習慣があることと，食品摂取状況およ

び栄養素摂取量との関連を検討することとした。2．普段の朝食時に菓子パンを食べる習慣が

あることと，主食・主菜・副菜が揃った食事をしているかの関連を検討することとした。3．

食生活に対する心掛け，栄養の大切さについての態度，栄養を考えた食事に対する自己効力

感といった食事に対する態度との関連を検討することとした。 

方法 高校2・3年生370人を対象に，食に関する自記式質問紙と簡易型自記式食事歴法質問票

(BDHQ15y)を用いた調査を集合法で実施した。回答に不備のある人等を除く女子323人を解析

対象とした。 

普段の朝食摂取内容の回答を用いて菓子パン摂取有群と菓子パン摂取無群に群分けした。普

段の朝食摂取内容のうち，主食，主菜，副菜の選択肢の該当数の合計（以下，主食・主菜・

副菜の該当数）で対象者をカテゴリ化し，菓子パン摂取の有群と無群でクロス集計を行い，

χ2検定および残差分析を行った。菓子パン摂取有群と無群の2群間の習慣的な食品群別摂取量

および栄養素摂取量を比較した。平均値の比較には対応のない t 検定を用いた。 

結果 菓子パン摂取有群は123人，菓子パン摂取無群は157人であった。菓子パン摂取の有無と主

食・主菜・副菜の該当数との間に有意な関連がみられた。残差分析の結果，菓子パン摂取有

群ほど主食・主菜・副菜の該当数が0の者が有意に多かった。菓子パン摂取無群に比べ菓子パ

ン摂取有群において，習慣的な摂取量が有意に少なかった食品群は，豆類，その他の野菜，

魚介類であった。菓子パン摂取無群に比べ菓子パン摂取有群において，習慣的な摂取量が有

意に少なかった栄養素は，たんぱく質エネルギー比率，ビタミン D，ビタミン K，ビタミン

B1，ビタミン B2，ナイアシン，ビタミン B6，ビタミン B12，カリウム，カルシウム，マグネシ

ウム，リン，鉄，亜鉛，銅であった。

結論 菓子パン摂取有群ほど，朝食時に主食，主菜，副菜を食べていない者が多かった。菓子パン

摂取有群ほど，若い世代の摂取量が少なくなりがちな豆類，その他の野菜，魚介類の摂取量

も少なかった。いくつかのビタミンやミネラル，たんぱく質など不足しないように摂取する

ことが望ましい栄養素の摂取量も少なく，望ましくない栄養摂取状況であること示唆され

た。菓子パン摂取有群では，朝食時に主食，主菜，副菜を食べていない者が多いことが，習

慣的な栄養素摂取量に影響している可能性が考えられた。 

Key words ： 朝食，菓子パン，女子高校生，食品摂取量，栄養素摂取量

* 名古屋文理大学短期大学部

2* 名古屋市保健所北保健センター

3* 名古屋市保健所昭和保健センター

4* 元名古屋文理大学短期大学部

連絡先：〒451-0077 愛知県名古屋市西区笹塚町

2丁目1番地 名古屋文理大学短期大学部食物栄養

学科 内田あや 

E-mail: uchida.aya@nagoya-bunri.ac.jp

Ⅰ 緒 言 

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事は，望まし

い栄養素摂取量，栄養状態につながることが報告さ

れている 1)。具体的には，主食・主菜・副菜の揃っ

た食事回数の多い者ほど，エネルギー，たんぱく

質，各種ビタミンやミネラルの摂取量が多く，日本

人の食事摂取基準に合致するという結果が示されて

いる 1)。健康日本 21（第二次）2)や第 4 次食育推進
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基本計画 3)においても，「主食・主菜・副菜を組み

合わせた食事を 1 日 2回以上ほぼ毎日食べている国

民の割合の増加」が，目標として掲げられている。 

では 1日の食事のうち，朝食において主食・主

菜・副菜を組み合わせて食べている者にはどのよう

な特徴があるのだろうか。成人において主食・主

菜・副菜を組み合わせた朝食を食べている者ほど，

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を 1 日 2回以

上食べていることや，朝食にご飯（米）を食べてい

ることが報告されている 4)。また，小学生におい

て，朝食に主食を毎食食べ，それ以外に 2 品以上の

料理を頻度高く食べる児童ほど，食品群別摂取量や

栄養素等摂取量が望ましい状況であったことが報告

されている 5)。 

「若い世代の食事習慣に関する調査」6)では 18～

39 歳の社会人を対象に調査当日の朝食の内容を調

査した結果，9.5%の人が朝食に菓子パンを食べてい

た。副菜に相当する「野菜がメインのおかず」を食

べていたのは 8.4%，「果物」を食べていたのは 7.7%

であり，「野菜がメインのおかず」や「果物」より

も，菓子パンを食べている者が多いといえるだろ

う。名古屋市が 16 歳以上の市民を対象に 2014 年に

行った食育に関するアンケート調査結果によると，

6.0%の人が朝食に菓子パンのみをとっているという

結果であった 7)。 

わが国のフードガイドである食事バランスガイド
8)は，主食，副菜，主菜，牛乳・乳製品，果物の 5

つの料理区分の料理をそれぞれどのくらい食べたら

よいか具体的な量を示す栄養教育ツールである。食

事バランスガイドでは，菓子パンを「菓子・嗜好飲

料」と同区分のヒモに位置付けている。ヒモである

「菓子・嗜好飲料」は，楽しく適度に摂取すること

が推奨されており，主食とは明確に区別された分類

である。にもかかわらず，主食の代わりとして菓子

パンを食べていることは問題ではないだろうか。問

題があるとすれば，どのような点が問題なのであろ

うか。 

16 歳以上の名古屋市民を対象とした研究 9)にお

いて，菓子パンを朝食に食べている者は，ご飯類や

パン類が中心の朝食を食べている者に比べて，野

菜，果物，旬の食材やカルシウムを摂取することを

心がけている者の割合が有意に低かったことや，1

日のうち少なくとも 1食は栄養バランスがとれた適

量の食事を摂取する日の頻度も低かったことが報告

されている。 

女性は，男性に比べて鉄欠乏性貧血や骨粗鬆症に

なりやすいため，若年期においても微量栄養素やた

んぱく質を不足しないように摂取することが必要で

ある。朝食時に菓子パンのみを食べることで，微量

栄養素やたんぱく質を含む副菜，主菜などの摂取が

少なくなってしまう可能性が考えられないであろう

か。加藤ら 10)は，高校生を対象とした食育に関し

て「20 歳代・30 歳代における食生活の問題は，高

等学校を卒業し，就職あるいは大学進学時に親元を

離れて自活（一人暮らし）することに大きく関連し

てくると考えられることから，その前段階にある高

校生を対象とした食育活動は極めて重要な取り組む

べき課題であるといえる」と指摘している。高校生

において，菓子パンを朝食に取り入れている人の食

事摂取内容にはどのような特徴があるのか，食品摂

取状況や栄養素摂取状況の観点から検討された研究

はこれまでほとんどされてこなかった。そこで本研

究は，女子高校生を対象に菓子パンを朝食に取り入

れることの問題点について明らかにすることを目的

とした。そのために，1．普段の朝食時に菓子パン

を食べる習慣があることと，食品摂取状況および栄

養素摂取量との関連を検討することとした。2．普

段の朝食時に菓子パンを食べる習慣があることと，

主食・主菜・副菜が揃った食事をしているかの関連

を検討することとした。3．普段の朝食時に菓子パ

ンを食べる習慣があることと，食生活に対する心掛

け，栄養の大切さについての態度，栄養を考えた食

事に対する自己効力感といった食事に対する態度と

の関連を検討することとした。 

 

Ⅱ 研究方法 

 

1. 研究対象者と調査方法 

名古屋市内の A 高等学校の 2・3 年生 370 人（2

年生 199 人，3 年生 171 人）を対象に調査を実施し

た。 

調査時期は，平成 28 年 5 月であった。調査方法

は，集合法による自記式質問紙調査であり，調査票

は高校の教室にて配布し，その場で調査票への回答

を求め，記入後，対象者本人が調査票を封筒に入れ

テープで封をした状態で回収した。 

調査を実施した 370 人のうち，男子 42 人，本研

究に必要な項目に有効回答が得られなかった者 3

人，簡易型自記式食事歴法質問票（BDHQ15y 以

下，BDHQ15y とする）においてエネルギー摂取量の

申告誤差が大きい者 2人を除く，女子 323 人（2年

生 170 人，3年生 153 人）を本研究の解析対象者と

した。朝食欠食は週 1～2回であっても，習慣的な

食物摂取状況の全体量に影響することが報告されて

いるため 11)，朝食摂取頻度以外の全ての解析は，

朝食摂取頻度の回答が「毎日とっている」であった
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者のみに限定して行った。 

2. 調査内容と本研究の解析に用いた調査項目 

食や健康に関する質問紙と BDHQ15y を用い調査を

実施した。本研究では，これらの調査項目の中か

ら，食事の習慣についての項目である朝食の摂取頻

度，朝食の摂取内容，食生活に対する心掛け，栄養

の大切さについての態度と栄養を考えた食事に対す

る自己効力感および，BDHQ15y で求めた栄養素摂取

量および食品群別摂取量に着目し解析を行った。 

1) 食や健康に関する質問紙 

食や健康に関する質問紙の調査項目は，健康，

就寝時間などの睡眠習慣，食事の習慣，基本属性

についての調査を行った。 

（1）朝食の摂取頻度 

「あなたは，朝食をとっていますか。」の問い

に対し，「毎日とっている」，「週に 4 日以上とっ

ている」，「週に 1～3 日とっている」，「とってい

ない」の選択肢から 1つ選択してもらった。 

（2）朝食の摂取内容 

「あなたは，ふだん朝食に何を食べています

か。」の問いに対し，「菓子パン」，「菓子」，「主

食［ごはん・おにぎり，パン（菓子パン以外），

麺類，コーンフレークやシリアル］」，「主菜

［卵，ハム・ソーセージ，肉，魚，納豆・豆

腐］」，「副菜［野菜，きのこ，いも，海藻］」，

「汁物［味噌汁，スープ］」，「牛乳や乳製品（ヨ

ーグルト，チーズ）」，「果物」，「お茶やコーヒ

ー」，「果物ジュースや野菜ジュース」，「炭酸飲

料や栄養ドリンク，スポーツドリンク」，「サプ

リメント（栄養補助食品）」，「その他」の選択肢

から複数回答で選択してもらった。 

（3）食生活に対する心掛け 

「普段，食事に気をつけていますか。」の問い

に対し，「いつも気をつけている」，「ときどき気

をつけている」，「あまり気をつけていない」，

「全く気をつけていない」，「わからない」の選

択肢から 1 つ選択してもらった。 

（4）栄養の大切さについての態度 

「栄養のことを考えて食事をすることは大切

だと思いますか。」の問いに対し，「とても大

切」，「まあまあ大切」，「あまり大切でない」，

「大切でない」，「わからない」の選択肢から 1

つ選択してもらった。 

（5）栄養を考えた食事に対する自己効力感 

「栄養のことを考えて食事をすることができ

ると思いますか。」の問いに対し，「かなり出来

ると思う」，「少しできると思う」，「あまりでき

ないと思う」，「全くできないと思う」，「わから

ない」の選択肢から 1つ選択してもらった。 

2) BDHQ15y 

過去 1か月間の習慣的な栄養素摂取量と食品群

別摂取量を把握するために，中学生・高校生用に

開発された BDHQ15y を用いた 12）。BDHQ15y は 4 頁

からなる固定量式で食品の摂取頻度や調味等の食

事歴を問う質問票である。食品群別摂取量におい

て，本研究で着目する菓子パンは，国民健康・栄

養調査の食品群分類に基づき穀類に分類されてい

る。 

栄養素等摂取量および食品群別摂取量について

申告誤差が大きい者を除外するために，BDHQ 開発

者らが用いている方法 13)に基づき，600kcal 未満

または 4,000kcal 以上の者を申告誤差が大きい者

とした。 

3. 解析方法 

以下に，解析の内容を示す。学年間の差が交絡要

因となる可能性があるため，学年間の比較も行っ

た。有意水準は 5%とし，統計解析には IBM SPSS 

Statistics 29 および EZR を用いた。 

①朝食摂取頻度 

度数分布を人数（％）で表した。 

②朝食を毎日とっている者の朝食摂取内容 

度数分布を人数（％）で表した。朝食摂取内容に

ついて，2 年生と 3年生の間に差があるか，χ2検

定を用いて比較した。 

③朝食を毎日とっている者の朝食摂取内容における

主食・主菜・副菜の該当数 

朝食を毎日とっている者の朝食摂取内容の選

択肢の 13 項目のうち「主食［ごはん・おにぎ

り，パン（菓子パン以外），麺類，コーンフレー

クやシリアル］」，「主菜［卵，ハム・ソーセー

ジ，肉，魚，納豆・豆腐］」，「副菜［野菜，きの

こ，いも，海藻］」の 3項目の回答にのみに着目

し，3 項目のうちいくつ該当するかの合計数を求

めた（以下，主食・主菜・副菜の該当数）。な

お，菓子パンは「菓子パン」という選択肢であ

るため，「主食」には該当しない。 

④朝食を毎日とっている者の朝食における菓子パン

摂取と朝食摂取内容との関連 

普段の朝食摂取内容の選択肢の中の「菓子パン」

の項目を用いて群分けを行った。「菓子パン」を選

択した者を菓子パン摂取有群，選択しなかった者を

菓子パン摂取無群として対象者を 2群に分けた。2

群間の朝食摂取内容についてχ2検定を用いて比較

した。 

朝食摂取内容のうち「主食」，「主菜」，「副菜」の

うちいくつ該当するかの合計数を求め（以下，主
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表1　朝食を毎日とっている者の朝食摂取内容および学年間の比較

　

n % n % n  % p値

菓子パン 123 ( 43.9 ) 62 ( 42.5 ) 61 ( 45.5 ) 0.607

菓子 12 ( 4.3 ) 7 ( 4.8 ) 5 ( 3.7 ) 0.661

主食 247 ( 88.2 ) 132 ( 90.4 ) 115 ( 85.8 ) 0.234

主菜 132 ( 47.1 ) 70 ( 47.9 ) 62 ( 46.3 ) 0.779

副菜 50 ( 17.9 ) 29 ( 19.9 ) 21 ( 15.7 ) 0.360

汁物 89 ( 31.8 ) 43 ( 29.5 ) 46 ( 34.3 ) 0.381

牛乳や乳製品 138 ( 49.3 ) 71 ( 48.6 ) 67 ( 50.0 ) 0.819

果物 57 ( 20.4 ) 28 ( 19.2 ) 29 ( 21.6 ) 0.609

お茶やコーヒー 132 ( 47.1 ) 74 ( 50.7 ) 58 ( 43.3 ) 0.215

果物ジュースや野菜ジュース 60 ( 21.4 ) 23 ( 15.8 ) 37 ( 27.6 ) 0.016

炭酸飲料や栄養ドリンク、
スポーツドリンク

10 ( 3.6 ) 4 ( 2.7 ) 6 ( 4.5 ) 0.434

サプリメント（栄養補助食品） 6 ( 2.1 ) 3 ( 2.1 ) 3 ( 2.2 ) 0.915

その他 7 ( 2.5 ) 5 ( 3.4 ) 2 ( 1.5 ) 0.297

対象者は女子高校生である。毎日、朝食を摂取する者のみのデータである。

学年間の比較には，χ
2
検定を用いた。

χ 2
検定

学年

2年生
n=146

3年生
n=134

総数
n=280

食・主菜・副菜の該当数），2群間の主食・主菜・

副菜の該当数についてχ2検定を用いて比較した。

頻度の差については，残差分析を用いて比較した。 

⑤朝食を毎日とっている者の習慣的な食品群別摂取

量および栄養素摂取量 

習慣的な食品群別摂取量については，1,000kcal

あたりの食品群別摂取量を解析に用いた。習慣的な

栄養素摂取量については，たんぱく質エネルギー比

率(%E)，脂質エネルギー比率(%E)，炭水化物エネル

ギー比率(%E)および，1,000kcal あたりの栄養素摂

取量を用いた。値は，平均値±標準偏差で示した。

歪度の絶対値が 2.0 以上である変数は対数変換を行

い統計解析に用いた。2 年生と 3年生の間に差があ

るか対応のない t 検定を用いて検討した。 

⑥朝食を毎日とっている者の朝食における菓子パン

摂取と習慣的な食品群別摂取量および栄養素摂取量

の関連 

菓子パン摂取有群と菓子パン摂取無群の 2 群間の

習慣的な食品群別摂取量および栄養素摂取量につい

て，t 検定を用いて比較した。 

習慣的な食品群別摂取量および栄養素摂取量にお

いて学年間の差が見られた栄養素は，学年ごとに層

化し，菓子パン摂取有群と菓子パン摂取無群の 2群

間の習慣的な食品群別摂取量および栄養素摂取量に

ついて，対応のない t検定を用いて比較した。 

⑦食事摂取に対する態度 

食生活に対する心掛け，栄養の大切さについての

態度の各項目の回答について，「わからない」と回

答した者を除き，2 年生と 3 年生の間に差がある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

か，χ2検定を用いて比較した。栄養を考えた食事 

に対する自己効力感については，「あまり大切でな

い」と「大切でない」の該当者がいなかったため，

「わからない」，「あまり大切でない」，「大切でな

い」の選択肢を除き，2 年生と 3年生の間に差があ

るか，χ2検定を用いて比較した。 

食生活に対する心掛け，栄養の大切さについての

態度の各項目の回答について，「わからない」と回

答した者を除き，菓子パン摂取有群と菓子パン摂取

無群の 2群間に差があるか，χ2検定を用いて比較

した。栄養を考えた食事に対する自己効力感につい

ては，「あまり大切でない」と「大切でない」の該

当者がいなかったため，「わからない」，「あまり大

切でない」，「大切でない」の選択肢を除き，菓子パ

ン摂取有群と菓子パン摂取無群の 2群間に差がある

か，χ2検定を用いて比較した。 

4. 倫理的配慮 

本研究は名古屋文理大学短期大学部研究倫理審査

委員会の承認を受けて実施した（承認番号 62）。対

象者に対して，書面を配布し，調査の主旨，方法，

成果の公表，個人や高校が特定される形で情報を使

用しないことを十分説明し，同意を得た。 

 

Ⅲ 研究結果 

 

1. 朝食摂取頻度 

朝食を「毎日とっている」は 280 人(86.7%)，「週

に 4 日以上とっている」は 24 人(7.4%)，「週に 1～

3 日とっている」は 13 人(4.0%)，「とっていない」

は 6 人(1.9%)であった。 
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表2　朝食における菓子パン摂取の有無と朝食摂取内容との関連

n % n % n  % p値

菓子パン 123 ( 43.9 ) 123 ( 100.0 ) 0 ( 0.0 ) -

菓子 12 ( 4.3 ) 9 ( 7.3 ) 3 ( 1.9 ) 0.027

主食 247 ( 88.2 ) 96 ( 78.0 ) 151 ( 96.2 ) <0.001

主菜 132 ( 47.1 ) 43 ( 35.0 ) 89 ( 56.7 ) <0.001

副菜 50 ( 17.9 ) 12 ( 9.8 ) 38 ( 24.2 ) 0.002

汁物 89 ( 31.8 ) 27 ( 22.0 ) 62 ( 39.5 ) 0.002

牛乳や乳製品 138 ( 49.3 ) 63 ( 51.2 ) 75 ( 47.8 ) 0.567

果物 57 ( 20.4 ) 19 ( 15.4 ) 38 ( 24.2 ) 0.071

お茶やコーヒー 132 ( 47.1 ) 64 ( 52.0 ) 68 ( 43.3 ) 0.147

果物ジュースや野菜ジュース 60 ( 21.4 ) 31 ( 25.2 ) 29 ( 18.5 ) 0.173

炭酸飲料や栄養ドリンク、
スポーツドリンク

10 ( 3.6 ) 6 ( 4.9 ) 4 ( 2.5 ) 0.297

サプリメント（栄養補助食品） 6 ( 2.1 ) 3 ( 2.4 ) 3 ( 1.9 ) 0.762

その他 7 ( 2.5 ) 3 ( 2.4 ) 4 ( 2.6 ) 0.947

対象者は女子高校生である。毎日、朝食を摂取する者のみのデータである。

普段の朝食において菓子パンを食べるか否かで群分けした。

群間の比較には，χ
2検定を用いた。

χ2検定

菓子パン摂取の有無

総数
n=280

菓子パン摂取有群
n=123

菓子パン摂取無群
n=157

表3　朝食における菓子パン摂取の有無と朝食における主食・主菜・副菜の該当数の関連

χ 2検定

n % n % n  % p値

29 ( 10.4 ) 24 ( 19.5 ) 5 ( 3.2 )

117 ( 41.8 ) 58 ( 47.2 ) 59 ( 37.6 )

90 ( 32.1 ) 30 ( 24.4 ) 60 ( 38.2 )

44 ( 15.7 ) 11 ( 8.9 ) 33 ( 21.0 )

対象者は女子高校生である。毎日，朝食を摂取する者のみのデータである。

普段の朝食において菓子パンを食べるか否かで群分けした。

主食・主菜・副菜の該当数は，朝食摂取内容の選択肢の13項目のうち「主食［ごはん・おにぎり，パン（菓子パン以外）

麺類，コーンフレークやシリアル］」，「主菜［卵，ハム・ソーセージ，肉，魚，納豆・豆腐］」，「副菜［野菜，きのこ，いも，
海藻］」の３項目の回答にのみに着目し，３項目のうちいくつ該当するかの合計数を求めた。

χ
2検定，残差分析を行った。

＊：調整済みの標準化残差の値が1.96以上のセル

＊＊：調整済みの標準化残差の値が-1.96以上のセル

0

1

2

3

主食・主菜・副菜の
該当数

<0.001

菓子パン摂取の有無
総数

n=280
菓子パン摂取有群

n=123
菓子パン摂取無群

n=157

*

*

*

**

**
**

2. 朝食を毎日とっている者の朝食摂取内容（表

1） 

朝食を「毎日とっている」者における朝食摂取内

容（複数回答）で，「菓子パン」と回答した者は

123 人(43.9 %)であり，菓子パンを選択しなかった

者は 157 人(56.1 %)であった。以下，菓子パン摂取

有群，菓子パン摂取無群とする。そのほか，朝食摂

取内容（複数回答）は，「菓子」と回答した者は 12

人(4.3 %)であり，以下同様に，「主食」は 247 人

(88.2 %)，「主菜」は 132 人(47.1 %)，「副菜」は

50 人(17.9 %)，「汁物」は 89 人(31.8 %)，「牛乳や

乳製品」は 138 人(49.3 %)，「果物」は 57 人

(20.4 %)，「お茶やコーヒー」は 132 人(47.1 %)，

「果物ジュースや野菜ジュース」は 60 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(21.4 %)，「炭酸飲料や栄養ドリンク，スポーツ

ドリンク」は 10 人(3.6 %)，「サプリメント（栄養

補助食品）」は 6 人(2.1 %)，「その他」は 7 人

(2.5 %)という結果であった。 

朝食を「毎日とっている」者における朝食摂取内

容における学年間の比較では，「果物ジュースや野

菜ジュース」においてのみ有意な差が見られ，2年

生より 3年生で摂取している者が多い結果であり

(p=0.016)，そのほかには全く有意な差は見られな

かった。 

3．朝食を毎日とっている者の朝食における菓子パ

ン摂取と朝食摂取内容との関連（表 2，表 3） 

菓子パン摂取有群に比べ，菓子パン摂取無群で摂

取している者の割合が有意に高かったのは，「主 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 183 -



 東海公衆衛生雑誌 第 11 巻第 2 号 2024 年  

 

表4　習慣的な食品群別摂取量および栄養素摂取量についての学年間の比較

平均 ± SD 平均 ± SD t 値 p値

食品群別食品摂取量
穀類 g/1000kcal 207.5 69.3 198.0 58.5 1.249 0.216
いも類 g/1000kcal 12.3 8.7 15.3 11.4 -2.394 0.017
砂糖・甘味料類 g/1000kcal 1.2 0.9 1.1 0.8 1.116 0.266
豆類 g/1000kcal 17.7 16.4 18.0 15.5 -0.158 0.874
緑黄色野菜 g/1000kcal 46.1 27.4 45.7 28.2 0.120 0.905
その他の野菜 g/1000kcal 67.2 36.8 69.9 35.5 -0.638 0.524
果実類 g/1000kcal 56.4 53.9 58.8 54.4 -0.364 0.716
魚介類 g/1000kcal 25.7 14.7 26.2 14.8 -0.310 0.757
肉類 g/1000kcal 40.8 17.6 42.0 20.7 -0.501 0.617
卵類 g/1000kcal 27.1 12.8 25.5 13.6 0.999 0.318
乳類 g/1000kcal 108.9 81.6 134.6 97.3 -2.387 0.018
油脂類 g/1000kcal 7.9 3.1 7.6 3.2 0.958 0.339
菓子類 g/1000kcal 28.9 19.1 28.1 17.9 0.354 0.724
嗜好飲料類 g/1000kcal 353.1 193.6 375.5 188.8 -0.975 0.330
調味料・香辛料類 g/1000kcal 119.3 58.8 134.7 75.3 -1.915 0.057

栄養素等摂取量

エネルギー kcal 1847 556 1879 621 -0.462 0.645
たんぱく質 %E 14.0 2.2 14.4 2.2 -1.473 0.142
脂質 %E 31.8 5.9 31.5 5.5 0.478 0.633
炭水化物 %E 52.7 7.0 52.7 6.7 -0.032 0.974
飽和脂肪酸 g/1000kcal 10.1 2.4 10.3 2.2 -0.885 0.377
コレステロール mg/1000kcal 216 60 212 63 0.529 0.597
食物繊維総量 g/1000kcal 5.3 1.4 5.3 1.3 -0.264 0.792
レチノール当量 μg/1000kcal 338 153 330 122 -0.275 0.609
ビタミンD μg/1000kcal 4.97 3.20 4.50 2.81 1.285 0.200
α-トコフェロール mg/1000kcal 4.11 0.84 3.99 0.77 1.253 0.211
ビタミンK μg/1000kcal 115 57 115 54 0.046 0.963

ビタミンB1 mg/1000kcal 0.40 0.08 0.40 0.08 -0.256 0.798

ビタミンB2 mg/1000kcal 0.77 0.19 0.80 0.17 -1.275 0.204

ナイアシン mg/1000kcal 6.9 1.6 7.1 1.7 -0.745 0.457

ビタミンB6 mg/1000kcal 0.55 0.13 0.56 0.12 -0.822 0.412

ビタミンB12 μg/1000kcal 3.3 1.4 3.4 1.4 -0.487 0.627

葉酸 μg/1000kcal 175 51 174 49 0.165 0.869
ビタミンC mg/1000kcal 59 24 59 22 0.039 0.969
ナトリウム mg/1000kcal 2224 461 2251 435 -0.502 0.616
カリウム mg / 1000 kcal 1132 275 1186 265 -1.658 0.099
カルシウム mg/1000kcal 323 115 353 117 -2.162 0.032
マグネシウム mg/1000kcal 114 23 118 22 -1.462 0.145
リン mg/1000kcal 555 112 582 107 -2.040 0.042
鉄 mg/1000kcal 4.0 0.8 3.9 0.8 0.511 0.610
亜鉛 mg/1000kcal 4.3 0.6 4.4 0.6 -0.951 0.343
銅 mg/1000kcal 0.55 0.08 0.55 0.08 -0.292 0.771
食塩相当量 g/1000kcal 5.6 1.2 5.7 1.1 -0.494 0.622

対象者は女子高校生である。毎日，朝食を摂取する者のみのデータである。

習慣的な食品群別摂取量および栄養素摂取量は，BDHQ15yを用いて調査した値である。

BDHQ15yにより調査したエネルギー摂取量は，平均値：1,862kcal，標準偏差(SD)：587kcalであった。

2年生
n=146

3年生
n=134

対応のないt 検定

食」(p<0.001)，「主菜」(p<0.001)，「副菜」

(p=0.002)，「汁物」(p=0.002) であった。逆に，菓

子パン摂取無群に比べ，菓子パン摂取有群で摂取し

ている者の割合が有意に高かったのは，「菓子」

(p=0.027)であった。 

主食・主菜・副菜の該当数についても，2群間で

有意な差が見られた(p<0.001)。調整済み残差の値

をみると，菓子パン摂取有群では，主食・主菜・副

菜の該当数が0個である割合が有意に多く，該当数

が2個および3個のである割合が有意に少なかった。

逆に菓子パン摂取無群では，主食・主菜・副菜の該 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当数が0個である割合が有意に少なく，該当数が2個

および3個である割合が有意に多かった。 

4. 朝食を毎日とっている者の習慣的な食品群別摂

取量および栄養素摂取量（表 4） 

学年間で有意な差が見られたのは，食品群別食品

摂取量では，いも類（p=0.017），乳類（p=0.018）

であった。いずれも2年生より3年生において摂取量

が有意に多い結果であった。栄養素摂取量において

学年間で有意な差が見られたのは，カルシウム

(p=0.032），リン(p=0.042）であった。なお，密度

法によるエネルギー調整に用いたエネルギー摂取量 
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表5　朝食における菓子パン摂取の有無と習慣的な食品群別摂取量および栄養素摂取量の関連

平均 ± SD 平均 ± SD t 値 p値

食品群別食品摂取量
穀類 g/1000kcal 202.2 61.6 203.5 66.7 -0.167 0.868
いも類 g/1000kcal 13.2 9.5 14.2 10.7 0.760 0.448
砂糖・甘味料類 g/1000kcal 1.0 0.7 1.3 0.9 -2.528 0.012
豆類 g/1000kcal 15.0 12.0 20.0 18.2 -2.767 0.006
緑黄色野菜 g/1000kcal 43.5 28.2 47.8 27.2 -1.283 0.201
その他の野菜 g/1000kcal 61.8 31.7 73.7 38.6 -2.758 0.006
果実類 g/1000kcal 57.1 54.4 57.9 54.0 -0.120 0.904
魚介類 g/1000kcal 23.4 13.0 27.9 15.8 -2.583 0.010
肉類 g/1000kcal 39.1 17.6 43.2 20.1 -1.781 0.076
卵類 g/1000kcal 24.7 11.0 27.6 14.6 -1.885 0.061
乳類 g/1000kcal 111.7 86.5 128.7 92.7 -1.570 0.118
油脂類 g/1000kcal 7.9 3.2 7.7 3.1 0.728 0.467
菓子類 g/1000kcal 31.2 18.4 26.4 18.4 2.180 0.030
嗜好飲料類 g/1000kcal 387.9 208.7 344.9 174.8 1.875 0.062
調味料・香辛料類 g/1000kcal 114.6 66.3 136.1 67.2 -2.670 0.008

栄養素等摂取量

エネルギー kcal 1786 566 1922 598 -1.923 0.056
たんぱく質 %E 13.7 1.9 14.6 2.3 -3.630 <0.001
脂質 %E 31.9 5.5 31.4 5.8 0.686 0.493
炭水化物 %E 53.0 6.6 52.5 7.1 0.586 0.558
飽和脂肪酸 g/1000kcal 10.3 2.2 10.2 2.4 0.382 0.702
コレステロール mg/1000kcal 206 53 220 67 -1.929 0.062
食物繊維総量 g/1000kcal 5.2 1.2 5.4 1.4 -1.391 0.165
レチノール当量 μg/1000kcal 313 115 351 154 -0.706 0.288
ビタミンD μg/1000kcal 3.97 1.94 5.35 3.55 -4.078 <0.001
α-トコフェロール mg/1000kcal 4.07 0.76 4.04 0.85 0.383 0.702
ビタミンK μg/1000kcal 107 51 122 58 -2.225 0.027

ビタミンB1 mg/1000kcal 0.38 0.07 0.42 0.09 -3.583 <0.001

ビタミンB2 mg/1000kcal 0.75 0.17 0.80 0.18 -2.364 0.019

ナイアシン mg/1000kcal 6.7 1.6 7.2 1.7 -2.590 0.010

ビタミンB6 mg/1000kcal 0.52 0.11 0.58 0.13 -4.229 <0.001

ビタミンB12 μg/1000kcal 3.1 1.3 3.6 1.5 -2.999 0.003

葉酸 μg/1000kcal 169 50 178 50 -1.530 0.127
ビタミンC mg/1000kcal 58 25 61 21 -1.166 0.245
ナトリウム mg/1000kcal 2207 391 2261 488 -1.027 0.305
カリウム mg / 1000 kcal 1103 254 1201 277 -3.051 0.003
カルシウム mg/1000kcal 317 105 354 123 -2.678 0.008
マグネシウム mg/1000kcal 111 20 121 24 -3.660 <0.001
リン mg/1000kcal 540 96 590 116 -3.818 <0.001
鉄 mg/1000kcal 3.8 0.7 4.1 0.8 -2.471 0.014
亜鉛 mg/1000kcal 4.2 0.5 4.5 0.7 -4.309 <0.001
銅 mg/1000kcal 0.53 0.08 0.56 0.08 -3.213 0.001
食塩相当量 g/1000kcal 5.6 1.0 5.7 1.2 -1.022 0.307

対象者は女子高校生である。毎日，朝食を摂取する者のみのデータである。

普段の朝食において菓子パンを食べるか否かで群分けした。

習慣的な食品群別摂取量および栄養素摂取量は，BDHQ15yを用いて調査した値である。

BDHQ15yにより調査したエネルギー摂取量は，平均値：1,862kcal，標準偏差(SD)：587kcalであった。

菓子パン摂取有群
n=123

菓子パン摂取無群
n=157

対応のないt 検定

は， 小値：684kcal， 大値：3,924kcal，平均

値：1,862kcal，標準偏差：35kcal であった。 

5．朝食における菓子パン摂取と習慣的な食品群別

摂取量の関連（表 5） 

菓子パン摂取有群の摂取量が菓子パン摂取無群の

摂取量に比べて有意に少なかった食品群は，砂糖・

甘味料類(p=0.012），豆類(p=0.006），その他の野菜

(p=0.006），魚介類(p=0.010），調味料・香辛料類

(p=0.008）であった。 

菓子パン摂取有群の摂取量が菓子パン摂取無群の

摂取量に比べて，有意に多かった食品群は，菓子類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (p=0.030）であった。 

結果は表に示していないが，学年間に有意な差が

見られたいも類と乳類については，学年で層化し

て，菓子パン摂取有群と菓子パン摂取無群の2群間

の比較を行った。いも類の摂取量(g/1000kcal)につ

いては，2年生では，菓子パン摂取有群では11.6±

7.7，菓子パン摂取無群では12.9±9.4であり，2群

間に有意差は認められなかった（p=0.386）。3年生

でも，菓子パン摂取有群では14.9±10.8，菓子パン

摂取無群では15.6±12.0であり，2群間に有意差は

認められなかった（p=0.702）。乳類の摂取量  
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表6　食事摂取に対する態度についての学年間の比較

n % n % n  % p値

普段食事に気をつけているかa)

いつも気をつけている 41 ( 14.9 ) 20 ( 13.9 ) 21 ( 15.9 )

ときどき気をつけている 148 ( 53.6 ) 73 ( 50.7 ) 75 ( 56.8 )

あまり気をつけていない 79 ( 28.6 ) 44 ( 30.6 ) 35 ( 26.5 )

全く気をつけていない 8 ( 2.9 ) 7 ( 4.9 ) 1 ( 0.8 )

わからない 4 2 2

栄養を考え食事することは大切かb)

とても大切 190 ( 68.3 ) 93 ( 64.1 ) 97 ( 72.9 ) 0.123

まあまあ大切 88 ( 31.7 ) 52 ( 35.9 ) 36 ( 27.1 )

あまり大切でない 0 0 0

大切でない 0 0 0

わからない 2 1 1

栄養を考えて食事できるかa)

かなり出来ると思う 22 ( 8.4 ) 16 ( 11.6 ) 6 ( 4.8 )

少し出来ると思う 146 ( 55.5 ) 71 ( 51.4 ) 75 ( 60.0 )

あまりできないと思う 90 ( 34.2 ) 47 ( 34.1 ) 43 ( 34.4 )

全くできないと思う 5 ( 1.9 ) 4 ( 2.9 ) 1 ( 0.8 )

わからない 17 8 9

対象者は女子高校生である。毎日，朝食を摂取する者のみのデータである。

χ2検定。期待値が5未満のセルが20%以上の場合は，Fisherの正確確率検定を行った。

a)：「わからない」を除き，Fisherの正確確率検定を行った。

b)：「わからない」，「あまり大切でない」，「大切でない」を除き，χ2検定を行った。

総数
n=280

2年生
n=1233

3年生
n=157

学年

0.117

0.173

(g/1000kcal)についても，2年生では，菓子パン摂

取有群では98.4±72.3，菓子パン摂取無群では

116.6±87.5であり，2群間に有意な差は認められな

かった（p=0.173）。3年生でも，菓子パン摂取有群

では125.1±97.6，菓子パン摂取無群では142.6±

97.1であり，2群間に有意差は認められなかった

（p=0.302）。 

6．朝食における菓子パン摂取と習慣的な栄養素摂

取量の関連（表 5） 

菓子パン摂取有群の摂取量が，菓子パン摂取無群

の摂取量に比べて有意に少なかった栄養素は，たん

ぱく質エネルギー比率(p<0.001），ビタミン

D(p<0.001），ビタミン K(p=0.027），ビタミン

B1(p<0.001），ビタミン B2(p=0.019），ナイアシン

(p=0.010），ビタミン B6(p<0.001），ビタミン

B12(p=0.003），カリウム(p=0.003），カルシウム

(p=0.008），マグネシウム(p<0.001），リン

(p<0.001），鉄(p=0.014），亜鉛(p<0.001），銅

(p=0.001）であった。 

結果は表に示していないが，学年間に有意な差が

見られたカルシウム，リンについては，学年で層化

して，菓子パン摂取有群と菓子パン摂取無群の2群

間の比較を行った。カルシウムの摂取量

(mg/1000kcal)については，2年生では，菓子パン摂

取有群では295±85，菓子パン摂取無群では344± 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130であり，2群間に有意な差が認められた

（p=0.007）。しかし3年生においては菓子パン摂取

有群では365±113，菓子パン摂取無群では339±120

であり，2群間に有意な差が認められなかった

（p=0.192）。リンの摂取量(mg/1000kcal)について

は，2年生では，菓子パン摂取有群では516±78，菓

子パン摂取無群では585±124であり，2群間に有意

な差が認められた（p<0.001）。しかし3年生では，

菓子パン摂取有群では566±107，菓子パン摂取無群

では596±106であり，2群間に有意な差が認められ

なかった（p=0.103）。 

7．食事摂取に対する態度（表6） 

食生活に対する心がけについては，「ときどき気

をつけている」が148人（53.6%）と も多く，次に

「あまり気をつけていない」が79人（28.6%）と多

かった。「いつも気をつけている」は41人（14.9%）

であった。「全く気をつけていない」は8人（2.9%）

と少なかった。栄養の大切さについての態度につい

ては，「とても大切」が190人（68.3%）, 「まあま

あ大切」が88人（31.7%）であり，「あまり大切でな

い」や「大切でない」と回答した人はいなかった。

栄養を考えた食事に対する自己効力感については，

「少し出来ると思う」がと思う」が146人（55.5%）

と も多く，次に「あまりできないと思う」が90人

（34.2%）と多かった。「かなり出来ると思う」は22 
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表7　朝食における菓子パン摂取と食事摂取に対する態度の関連

n % n % n  % p値

普段食事に気をつけているかa)

いつも気をつけている 41 ( 14.9 ) 13 ( 10.7 ) 28 ( 18.2 )

ときどき気をつけている 148 ( 53.6 ) 67 ( 54.9 ) 81 ( 52.6 )

あまり気をつけていない 79 ( 28.6 ) 37 ( 30.3 ) 42 ( 27.3 )

全く気をつけていない 8 ( 2.9 ) 5 ( 4.1 ) 3 ( 1.9 )

わからない 4 1 3

栄養を考え食事することは大切かb)

とても大切 190 ( 68.3 ) 86 ( 70.5 ) 104 ( 66.7 )

まあまあ大切 88 ( 31.7 ) 36 ( 29.5 ) 52 ( 33.3 )

あまり大切でない 0 0 0

大切でない 0 0 0

わからない 2 1 1

栄養を考えて食事できるかa)

かなり出来ると思う 22 ( 8.4 ) 5 ( 4.3 ) 17 ( 11.6 )

少し出来ると思う 146 ( 55.5 ) 64 ( 54.7 ) 82 ( 56.2 )

あまりできないと思う 90 ( 34.2 ) 44 ( 37.6 ) 46 ( 31.5 )

全くできないと思う 5 ( 1.9 ) 4 ( 3.4 ) 1 ( 0.7 )

わからない 17 6 11

対象者は女子高校生である。毎日，朝食を摂取する者のみのデータである。

普段の朝食において菓子パンを食べるか否かで群分けした。

χ2検定。期待値が5未満のセルが20%以上の場合は，Fisherの正確確率検定を行った。

a)：「わからない」を除き，Fisherの正確確率検定を行った。

b)：「わからない」，「あまり大切でない」，「大切でない」を除き，χ2検定を行った。

0.518

0.055

0.263

総数
n=280

菓子パン摂取有群
n=123

菓子パン摂取無群
n=157

菓子パン摂取の有無

人（8.4%）であった。「全くできないと思う」は5人

（1.9%）と少なかった。食事摂取に対する態度に関

する項目は，3項目ともに，学年間に有意な差は認

められなかった。 

8．朝食における菓子パン摂取と食事摂取に対する

態度の関連（表 7） 

食生活に対する心がけ，栄養の大切さについての

態度，栄養を考えた食事に対する自己効力感の 3項

目ともに，菓子パン摂取有群と菓子パン摂取無群の

2 群間に有意な差は認められなかった。 

 

Ⅳ 考   察 

 

1．朝食の摂取状況と摂取内容 

朝食摂取頻度については，平成 30 年・令和元年

「児童生徒の健康状態サーベイランス」事業の調査

結果によると，女子高校生において，朝食を毎日食

べる者は 82.4%，欠食することがある者は 17.6%で

あったことが報告されている 14)。本研究の対象者

において，朝食を毎日とっている者は 86.7%であっ

たことから，ほぼ同様の割合であったと考えられ

た。 

調査当日の朝食摂取内容について調査した若い世

代の食事習慣に関する調査（以下，「若い世代の調 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

査」）結果 6)では，18～39 歳の社会人女性におい

て，主食に該当する「ご飯」，「パン」，「シリアル，

グラノーラ」，「惣菜パン」，「めん類」を食べていた

人の割合の合計は 83.5%となっている。「若い世代

の調査」では，複数の種類の主食を朝食に食べた者

がいた可能性があるため単純比較はできないが，本

研究の対象者において普段の朝食に主食を食べてい

る者は 88.2%であり，ほぼ同等の結果であったと考

えられた。また菓子パンの摂取については，「若い

世代の調査」で「菓子パン」を食べた女性は，

9.3%，本研究の対象者で普段，菓子パンを食べてい

る者は 43.9%であり，本研究の対象者の方が摂取し

ている者の割合が高かった。本研究の対象者は，菓

子パンを食べることが多い集団だと考えられた。 

2．朝食における菓子パン摂取と朝食摂取内容の関

連 

主食，主菜，副菜は，食事バランスガイドの料理

区分の構成要素であり，健康日本 21（第二次）に

おいても，主食・主菜・副菜の揃う食事が 1 日 2回

以上の者の割合の増加が目標となっており 2)，毎食

食事に取り入れることが望ましいものとされてい

る。本研究の結果では，菓子パン摂取有群，すなわ

ち普段，菓子パンを朝食時に食べている者ほど，

「主食」，「主菜」，「副菜」を摂取している者の割合 
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が低かった。主食・主菜・副菜の該当数について

も，普段，菓子パンを朝食時に食べている者ほど，

主食・主菜・副菜のうちどれ 1 つ食べていない者が

有意に多く，主食・主菜・副菜が揃っている者およ

び主食・主菜・副菜のうち，2つ食べている者が有

意に少なかった。以上の点から，普段朝食時に菓子

パンを食べている者ほど，主食・主菜・副菜が揃っ

ておらず望ましくない食事パターンであることが考

えられる。 

3．朝食における菓子パン摂取と習慣的な食品群別

摂取量・栄養素摂取量の関連 

菓子パン摂取有群ほど，豆類，その他の野菜，魚

介類という，現代の若い世代の日本人にとって摂取

量が少なくなりがちな食品群の摂取量が少ないこと

が示唆された。なお，菓子パン摂取有群は，砂糖・

甘味料類や，調味料・香辛料類についても摂取量が

少なかった。この BDHQ15y による調査では，菓子パ

ンの摂取量は穀類に，菓子類の摂取量は菓子類に含

まれており，砂糖・甘味料類には含まれていない。

一般的に砂糖・甘味料類，調味料・香辛料類は，多

くとらない方が望ましいと考えられるが，豆類，そ

の他の野菜，魚介類を使った料理の調理には一般に

砂糖・甘味料類や調味料・香辛料類を用いるため，

豆，野菜，魚介を使った料理を摂取することが少な

いためではないかと推察された。 

菓子パン摂取有群ほど，ビタミンやミネラル，た

んぱく質など不足しないように摂取することが望ま

しい栄養素の摂取量が少ないことが示唆されたが，

これらのことは，朝食時に菓子パンを摂取すること

に関する問題点であると考えられた。 

4．朝食における菓子パン摂取と食事摂取に対する

態度に関する項目 

平光 9)は，16 歳以上の名古屋市民を対象とした

「健康に関する市民アンケート」の調査データか

ら，朝食が菓子パンのみである者は，朝食内容がご

飯類中心の者やパン類中心の者と比べて，野菜，果

物，旬の食材やカルシウムを摂取することを心がけ

ている者の割合が有意に低かったことを報告してい

る。平光の先行研究と調査項目の内容が異なるので

厳密には比較できないが，本研究の結果では菓子パ

ン摂取と，食生活に対する心掛け，栄養の大切さに

ついての態度，栄養を考えた食事に対する自己効力

感には関連が認められなかった。関連が認められな

かった要因としてはどのようなことが考えられるで

あろうか。まず，本研究の対象者は，栄養の大切さ

については菓子パン摂取の有無にかかわらず大切だ

と思っているという結果であった。そのため，菓子

パン摂取の有無にかかわらず本人の心掛けについて

は 2 群間で差がみられなかった可能性が考えられ

る。そのほかの要因としては，本研究の対象者は高

校生であり，本人ではなく保護者等の家族が朝食を

準備している可能性も考えられる。これらのことを

ふまえ，現在の食事摂取内容が望ましい状態の者も

含めて，独り立ち世代である高校生に対しては，栄

養の大切さを認識し，栄養のことを考えて食事を選

択する態度や能力を高める食育が必要なのではない

かと考えられた。 

5．本研究の限界 

本研究には限界がいくつかある。1点目は，質問

紙調査での回答が本人の主観で解釈した回答となっ

ている点である。具体的には，朝食時にパンを食べ

ている人がその摂取内容を「主食」のパン（菓子パ

ン以外）とみなすか「菓子パン」とみなすかについ

ては，本人の主観による判断に任せて回答してもら

ったため，仮に同じパンであっても「主食」と回答

されたり，「菓子パン」と回答されたりしている可

能性がある。2 点目は，高校生が普段食べている朝

食が複合料理であった場合，複合料理については，

どのように回答するのか特に指示をしていない点で

ある。複合料理を的確に評価できていない可能性が

ある。3点目は，BDHQ15y で栄養素摂取量の評価を

行ったため，エネルギー調整をした値を用いて栄養

素摂取量の相対的な評価をすることはできたもの

の，日本人の食事摂取基準と比較して摂取量の過不

足を評価することはできなかった点である。 

 

Ⅴ 結   語 

 

朝食時に菓子パンを摂取する者ほど，たんぱく質

エネルギー比率(%E)や，1,000kcal あたりのビタミ

ン D，ビタミン K，ビタミン B1，ビタミン B2，ナイ

アシン，ビタミン B6，ビタミン B12，カリウム，カ

ルシウム，マグネシウム，鉄，亜鉛，銅といった多

くとることが望ましい栄養素および，摂取量が少な

くなりがちな豆類，その他の野菜，魚介類などの食

品群の摂取量（g/1,000kcal）が少ない状況にある

という問題点が見いだされた。 

高校生を対象に今後食育を実施する際には，菓子

パンを朝食に取り入れることで生じやすい問題点を

本研究のデータを用いてしっかりと伝え，まずは自

分の食生活を振り返り，問題点に気づいてもらう食

育を実施していきたいと考える。朝食時に主食の代

替として，菓子パンを食べている人に対しては，自

らの生活の中で不足しがちな食品や栄養素を上手に

補う工夫点を自ら考えられることが大切ではないだ

ろうか。具体的には，朝食時に，菓子パンのみを食
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べるのではなく，一緒に食べる他の料理や食品の組

合せを意識した工夫や，不足しがちな料理や食品を

昼食や夕食で補うことについて食育活動を通して伝

えていきたい。 

 

付記 

本研究に関し，調査にご協力いただきました高等

学校の生徒および教職員の皆様に心より感謝申し上

げます。 

本研究は，名古屋文理大学・食と栄養研究所のプ

ロジェクト研究助成および A 市 B区のチャレンジ事

業の中で青少年向け食育推進事業として行った取り

組みである。 

本研究に関して報告すべき利益相反（COI）はな

い。 

 

文 献 

 

1)黒谷佳代，中出麻紀子，瀧本秀美．主食・主菜・

副菜を組み合わせた食事と健康・栄養状態ならびに

食物・栄養素摂取状況との関連─国内文献データベ

ースに基づくシステマティックレビュー. 栄養学雑

誌 2018; 76(4): 13-24. 

2)厚生労働省．健康日本 21（第二次）の推進に関

する参考資料．2012. 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/dl/kenkoun

ippon21_02.pdf (参照 2023-12-15) 

3)農林水産省．第 4次食育推進基本計画．2021．

https://www.mhlw.go.jp/content/000770380.pdf 

(参照 2023-12-15) 

4)木林悦子，中出麻紀子，諸岡歩．バランスの良い

（主食・主菜・副菜の揃った）朝食摂取者における

食習慣および健康意識の特徴．栄養学雑誌 2020; 

78(6): 13-24. 

5)川嶋愛，衛藤久美，中西明美，他．朝食を毎日食

べる児童の朝食パターンと習慣的な食物摂取状況と

の関連．女子栄養大学栄養科学研究所年報 2018; 

23: 57-65. 

6)農林水産省，若い世代の食事習慣に関する調査． 

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/websurvey/at

tach/pdf/websurvey-2.pdf (参照 2023-12-15) 

7)名古屋市食育推進計画（第 3 次）．2016: 8 

8)農林水産省．「食事バランスガイド」について．

https://www.maff.go.jp/j/balance_guide/ (参照 

2023-12-15) 

9)平光良充．朝食に菓子パンのみを食べる人の食生

活に関する調査．厚生の指標 2017; 64(12): 30-

34. 

10)加藤恵子，小田良子，山本ちか，他．高大官連

携・ピア・エデュケーションによる食育活動の実践

報告―ピア・エデュケーションを用いた食育が高校

生に及ぼす効果―．東海公衆衛生学会誌 2019; 

7(1): 101-106. 

11)山本美紀子,下田妙子,菅淑江,辻とみ子, 佐々木

敏，青年期女子の栄養素等摂取量および食品群別摂

取量に及ぼす朝食欠食の影響．健康支援 2006; 

8(2): 97-105. 

12)Okuda M, Sasaki S, Bando N, et al. 

Carotenoid tocopherol, and fatty acid 

biomarkers and dietary intake estimated by 

using a brief self-administered diet history 

questionnaire for older Japanese children and 

adolescents. J Nutr Sci Vitaminol 2009; 55: 

231-241. 

13)Murakami K, Sasaki S, Takahashi Y, et al. 

Dietary glycemic index and load in relation to 

metabolic risk factors in Japanese females 

with traditional dietary habits. Am J Nutr 

2006; 83: 1161-1169. 

14)公益財団法人日本学校保健会．平成 30 年度・令

和元年度児童生徒の健康状態サーベイランス事業報

告書．2016．

https://www.gakkohoken.jp/books/archives/234 

(参照 2023-12-15) 

 

- 189 -



 東海公衆衛生雑誌 第 11 巻第 2 号 2024 年  

 

 

 

医療的ケア児支援法制定後の支援体制の整備と課題 

全国紙による分析 

 

杉井
ス ギ イ

 たつ子
タ ツ コ *

＊

  

 

目的 「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」施行後の医療的ケア児の支援体制

の整備について分析し，医療的ケア児を地域で支援するための課題について考察する。 

方法 対象は，2021年12月1日から2023年11月30日までに発行された全国紙の記事見出しおよびキ

ーワードを「医療的ケア児」で検索した。法施行後の支援体制の整備状況や支援状況の変化に

関する記事を抽出し，分析する。 

結果 法施行後は，マスメディアの掲載記事が増加し，社会的関心が高まっている。医療的ケア児

支援法施行後の行政による支援体制は，財政支援など整備されている。反面，医療福祉資源や

人材が豊富な都市部では多様なサービスが提供されつつあるも，支援センターの整備が進めら

れていない地域などとの地域格差が生じている。保護者のニーズが高い介護負担の軽減につい

ては，レスパイトサービスの不足が著しく，家族の介護負担の軽減の改善に至っていない。ま

た，学校・保育園での日中の受け入れが全国的に整備されているが，看護師等の人材の確保が

課題となっている。さらに，災害時の個別避難計画の作成も自治体の課題となっている。 

結論 新聞報道記事数から，法施行後の社会的関心は高まっており，医療的ケア児支援法施行後の

支援体制は整備が進んでいる。支援センターにおける支援体制の確立は今後の課題である。 

Key words ： 医療的ケア児，レスパイトケア，医療的ケア児支援センター，インクルーシブ 

 

 

Ⅰ 緒   言 

 

 医療的ケア児は，医療技術の進歩により，過去10

年で2倍に増加した。全国の医療的ケア児（在宅）は，

推計で約2万人と言われており，年々増加している１）

（厚生労働省）。このような社会的背景のもと，「医

療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」

が2021年9月に施行されている。 

厚生労働省「医療的ケア児者とその家族の生活実

態調査報告書」２）によれば，医療的ケア児の年齢は

3歳が9.6%と最も多く，1～5歳までの幼児に集中して

いる。必要とする医療的ケアの内容（複数回答）は、

経管栄養74.4%，吸引69.0%，気管内挿管・気管切開

41.8%，ネブライザー40.1%，酸素吸入37.5%，人工呼

吸器管理33.0%で，１人の子どもが複数のケアを必要

としていることが多い。また，医療的ケア児から5分

以上目を離せるかについて，できる59.2%，できない

が40.8%で，家族の介護負担は大きい。 

先行研究によれば，医療的ケア児の家族は，不安

や過大な負担をもちながら，地域で在宅療養をして

いる。また，自宅での療養をささえている家族介護

者は，昼夜を問わない日常的なケアに追われて睡眠

が十分にとれず，疲労が蓄積していることが指摘さ

れており，3割以上が一般的疲労感や気力の減退，イ

ライラの状態を訴えていたことが報告されている３）。

また，介護者負担を軽減するレスパイト入院が原則

として医療保険で認められないことや，重症心身障

害者施設への短期入所の受入れが，（特に医療ケアの

高い児は）敬遠されているなど，介護する家族への

支援も不十分であることが報告されている４,５）。さ

らに，家族（特に介護者）は，就労が困難であるこ

とから，経済的な不安と共に，家庭内で精神的孤立

に陥りやすい６）ことや，子どもの成長と共に身体的

な介護負担が増加することなどが報告されている７）。 

法施行後に，支援の拠点となる医療的ケア児支援

センターを40都道府県が設置し(2023年 11月現在)，

支援体制は整備されつつある８）。特別支援学校以外

に在籍している医療的ケア児は 1,783 人であったこ

とも文部科学省から報告されている９）。受け入れる

保育所や幼稚園は 2020 年度 526 施設となり，5 年前 

 

東都大学沼津ヒューマンケア学部 

連絡先：〒410-0032 静岡県沼津市日の出町1-1 

公衆衛生看護学領域 教授 

E-mail: tatsuko.sugii@tohto.ac.jp 
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の 2 倍に増加し，受け入れ人数も 645 人と増加して

いる 10）。反面，全市区町村対象のアンケートによる

と，回答した 870 自治体の約 7 割が「医療的ケアが

できる看護師を確保できない」と回答した 10）。 

大阪府が実施した利用状況調査においても，「医療

的ケア児」通学支援制度を利用したくても事業者が

見つからないため利用できないと未利用者の 4 割が

回答しており 11），支援体制の課題が指摘されている。 

また，これまでの重症心身障害児などを対象とし

た利用可能なさまざまな制度があるが 12），家族が利

用できるための適切な情報提供がされていないなど，

支援センターにはコーディネーター機能が期待され

ている。 

そこで，本研究では，医療的ケア児の支援体制の

整備と課題について，マスメディアをとおして分析

し，課題を考察することとした。 

本研究では，マスメディアとして，信頼性が高い

新聞記事を利用した。情報通信白書13）（総務省）に

よれば，新聞は61.2%が信頼できると回答し，テレビ

やラジオと比較して最も高く，信頼性が高い。また，

地域の動向を把握するために，日刊紙のなかでも約

5割の購読数を占める全国紙をとおして把握した。 

 

Ⅱ 研究方法 

 

１．調査対象 

調査対象紙は，2021年12月1日から2023年11月30日

までに発行された，全国紙（朝日新聞，読売新聞，

毎日新聞，産経新聞，日本経済新聞）の朝夕刊とし

た。さらに，記事の抽出は，ELNET（DB）を用いて，

記事見出しおよびキーワードを「医療的ケア児」で

検索した。 

 

２．調査項目 

最初に，社会的関心を把握するため，把握した141

件について，発行日をもとに時系列で記事数の変化

を把握した。 

次に，「医療的ケア児及びその家族に対する支援に

関する法律」施行後の支援体制の整備およびや支援

状況の変化に関する記事を抽出し，内容を分析した。 

 

３．倫理的配慮 

 本研究は，新聞記事の記述内容による分析であり，

人を対象とした倫理指針に基づく倫理的配慮を要す

る研究には該当しない。また，本論文に関連して開

示すべき利益相反関係にある企業等はない。 

 

Ⅲ 研究結果 

 

１．対象記事 

 調査期間中に，調査対象とした記事は101件であっ

た。それらを時系列により，掲載記事数の推移を示

した（図1）。医療的ケア児の支援体制に関する掲載

記事数は，2023年になって増加している。 

 

 

図１医療的ケア児関連記事数の推移 

 

 掲載された新聞記事の内容は，図２のとおりであ

った。 

 

 

図２ 掲載された新聞記事の内容 
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２．掲載された新聞記事の概要 

１）特集記事（本人・支援者） 

各社において，医療的ケア児や家族の日常生活や

NPO 団体などの支援者の活動などが特集されていた。

医療的ケア児は，日常的に人工呼吸器が欠かせず，

外出するにあたっては安全のための配慮を要するこ

とから、大きな障壁がある。医療的ケア児も旅行が

当たり前にできるよう，金沢の団体が受け入れ可能

な宿のリストを作成するなど QOL 向上に向けた支援

が始まっている。 

また，障害児施設に通う医療的ケア児の家族を対

象とした調査では，退院後に医療機関や行政から十

分な説明や情報提供がなかったと36%が回答（厚生労

働省，2022年12月）するなどの課題が明らかになっ

た。さらに，医療的ケア児の家族が仕事を継続する

ための悩みなどが取り上げられていた。また，子ど

もが高校を卒業すると，放課後デイサービスが使え

なくなり，就学時より支援が手薄になる「18歳の壁」

があることが問題としてあげられている。 

 

２）社会の動き（自治体・行政） 

政治・自治体の動向や行政の取組みとして，自治

体の首長の有志が，ケアを担う人材確保などの情報

を共有し，全国のサービスの底上げを図る目的で，

支援情報の共有のため支援サービスの向上を目指す

ネットワークを設立（2023年11月）した。 

また，東京都が支援情報サイトを設立すると発表

した。  

 

３）保育所・学校の対応 

保育所は，多機能化のなかで，地域の子育て支援

の拠点化や医療的ケア児の受け入れが検討されてい

る。国は，看護師の複数配置で補助金を増額や，企

業保育所の財政支援など，医療的ケア児の受け入れ

を支援している。また，東京都中央区では，2024年

度から保育所に医療的ケア児の専用保育室を設置す

ると発表した。  

医療的ケア児は，特別支援学校などに1万人を超え

て在籍している。東京都教育委員会は，新たな指針

を作成し，学校の看護師を配置して，人工呼吸器の

管が外れたり，詰まったりした時に対応できるよう

にすると明確にした。また，保護者の待機は不要と

なり，登下校は看護師が同乗する専用車両に乗れる

ようになった。 

さらに，放課後の学童クラブに医療的ケア児の受

け入れ（2023年度～，東京都杉並区）を行い，ICT 活

用により分身ロボットを使用して自宅で授業を受け

ることを可能にした取組み（東京都世田谷区）など，

医療的ケア児の教育確保に向けた先駆的取組みがさ

れている。 

 

４）医療の課題・整備 

家族は，子どもと24時間病院に付き添い入院をし

ており，過酷で，食事・睡眠が不十分なため，半数

が体調を崩す現状が報告されている（厚生労働省調

査）。 

退院時の支援として，東京都立小児総合医療セン

ターは，退院の約1週間前に「退院前地域支援会議」

を開き，患者や家族，地元で在宅医療を担う医師・

薬剤師，自治体職員，ソーシャルワーカーら約10人

が参加した（東京都府中市）。 

 また，保護者が退院後の生活に理解を深められる

ように，小児科医らが新生児医療ゲームを制作した。

さらに，ネットで公開し，職種間の連携の必要性を

訴えた。 

 

５）イベント等情報提供 

医療的ケア児の家族の日常がわかる映画の紹介や，

障害児家族を孤立させないために，杉並のＮＰＯと

保健センターが「交流会の作り方」冊子として作成

した。 

 

６）支援拠点の整備 

 支援センター未設置の7府県が設置に向けて予算

計上し，医療ケア児支援拠点となる支援センターが

2024年度で全国に設置見込みとなった。支援センタ

ーの整備は完了するが，活動は手探りであり，専門

人材の育成が鍵となる。 

 また，東京都は，2022年に2つの病院に支援拠点を

設置している。 

 

７）災害時の対策 

 障害者の個別避難計画は，作成済みが8％で，33%

の自治体が未作成である。また，計画を活用した訓

練を実施しているのは15%であった10）。今後，人工呼

吸器を使う医療的ケア児を対象に災害避難など自治

体が指針を作成し，国は計画作りを支援する。 

 医療的ケア児に関し、こども家庭庁が災害時の留

意点をまとめた避難マニュアルを2023年末までに策

定する予定である。 

特に，医療的ケア児にとって，災害時に「電源」

は命網であり、非常時の備えが必要である。反面，

検査院の調査によれば，福祉施設の電源の6割は水没

すると指摘されており，浸水想定域における対策が

急務となっている。 

札幌市では，自宅で人工呼吸器を使用する障害者
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に対して非常用電源装置の購入費の助成を実施し，

長野県社会福祉協議会では，医療的ケア児がいる家

庭と EV 所有者のマッチングを始めた。 

 また，小児神経学会は，特別支援学校を福祉避難

所にするよう国に要望書を提出している。  

 

８）短期入所・預かり保育 

東京都内で約2,000人が生活しているが，短期入所

を受け入れるベッドを確保しているのは21施設であ

り，2021年に医療的ケア児や家族を対象に東京都が

実施した調査14)で，不足しているサービスとして短

期入所が最も多く，38.9%であった。 

国立成育医療研究センターの医療型短期入所施設

では約600人いる利用登録者の２割が東京都外で、利

用希望者が常時定員を上回り予約を断る状態が続い

ている。ニーズは高いが、施設数には地域差があり、

人工呼吸器が必要な子どもは利用できない施設があ

る。 

 

９）看護師等支援者の養成 

 文部科学省は，医療的ケア児と重症患者に対応で

きる専門性を備えた看護師を2024～2026年度の3年

間で200人養成し，公立校に配置することとしている。   

医療的ケアに対応できる看護師養成が取り組まれて

いる。 

 

Ⅳ 考   察 

 

2023年以降に医療的ケア児や家族の支援に関連す

る新聞記事数は増加しており，法施行後の社会的関心

は高まっている。 

このことは，法施行後に，厚生労働省による支援セン

ターの整備に向けての都道府県への技術的・経済的支

援がなされているほか，文部科学省における教育委員

会や学校等への医療的ケア児を受け入れるためのガイ

ドラインの策定が進み，改善されていることの効果が大

きいと考える15)。 

保育所・学校における医療的ケア児の受け入れにつ

いては，整備に向けた財政支援がされている。支援サ

ービスは，東京都においては多様なサービスが開発さ

れており，保育所・学校における受け入れ拡大や，通学

困難な医療的ケア児を対象とした教育の機会の拡大に

向けた取組みがされている。医療的ケア児の発生率に

は大きな地域差はなく17），医療福祉資源や人材が豊富

な都市部を中心に多様なサービスが開発されており，

居住地域により提供可能なサービスには格差が指摘さ

れている18）。 

医療については，入院中に介護家族への負担の軽

減や退院時に家族に対して説明が十分にされていなか

った問題がある。医療機関における取組みがされてい

るが，家族への説明や退院前の調整会議などを実施

することを啓発していくことが必要である。 

また，介護負担の軽減については，保護者のニー

ズが高いレスパイトサービスの不足が著しく，根本

的な改善に至っていない。医療が不可欠であること

から，医療機関の協力や看護師等の人材の確保が課

題となっている。さらに，災害時の対策として，個

別避難計画の作成を促進する必要がある1719）。 

支援センターの整備が進められ，2024年度には全

国の都道府県に設置する目途が立っている。しかし，

多くの自治体が社会福祉法人等に委託している実態

があり，支援策を検討している状況にある18）。地域

で生活する医療的ケア児と家族を支援するために，

医療と福祉・教育などのサービスをコーディネート

する役割は不可欠であり，専門のコーディネーター

養成は，今後の課題である。財政や人材の確保が困

難な地域でも，医療的ケア児を地域で支援できる体

制をつくることは，公衆衛生において意義が大きく，

今後の課題である。 

 

Ⅴ 結   語 

 

 新聞報道記事数から，法施行後の社会的関心は高

まっており，医療的ケア児支援法施行後の支援体制

は整備が進んでいる。反面，支援センターが地域の

拠点となって地域生活を支援する機能を発揮するま

でに至っていない。 
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